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周防大島町告示第74号

令和元年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する

令和元年８月29日

周防大島町長 椎木 巧

１ 期 日 令和元年９月４日

２ 場 所 大島庁舎議場

──────────────────────────────

○開会日に応招した議員

藤本 淨孝君 新田 健介君

吉村 忍君 砂田 雅一君

田中 豊文君 吉田 芳春君

平野 和生君 松井 岑雄君

尾元 武君 新山 玄雄君

中本 博明君 久保 雅己君

小田 貞利君 荒川 政義君

─────────────────────────────

○９月24日に応招した議員

──────────────────────────────

○９月25日に応招した議員

──────────────────────────────

○応招しなかった議員

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

令和元年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和元年９月４日（水曜日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

令和元年９月４日 午前９時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告並びに議案の説明

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第６ 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第７ 報告第３号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係）

日程第８ 報告第４号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係）

日程第９ 報告第５号 放棄した債権の報告について（公営住宅使用料・学校給食収入・給水

使用料・水道料金）

日程第10 同意第１号 周防大島町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

日程第11 同意第２号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第12 認定第１号 平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 認定第２号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第14 認定第３号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第15 認定第４号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第16 認定第５号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第17 認定第６号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第18 認定第７号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第19 認定第８号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認
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定について

日程第20 認定第９号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第21 認定第10号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算の認定について

日程第22 認定第11号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決算の認定について

日程第23 議案第１号 令和元年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第２号 令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第３号 令和元年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第26 議案第４号 令和元年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第５号 令和元年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第６号 令和元年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 議案第７号 令和元年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第８号 令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第９号 令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）

日程第32 議案第10号 令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第１号）

日程第33 議案第11号 周防大島町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に

関する条例の制定について

日程第34 議案第12号 周防大島町印鑑条例の一部改正について

日程第35 議案第13号 周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例及び周防大島町行政連絡

船設置及び運営に関する条例の一部改正について（質疑・討論・採

決）

日程第36 議案第14号 周防大島町税条例等の一部改正について

日程第37 議案第15号 周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

日程第38 議案第16号 周防大島町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について

日程第39 議案第17号 周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大島町水道事業給水条例の

一部改正について

日程第40 議案第18号 周防大島町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正について

日程第41 議案第19号 周防大島町農業近代化資金助成条例の一部改正について

日程第42 議案第20号 周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について



- 4 -

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告並びに議案の説明

日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第６ 報告第２号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

日程第７ 報告第３号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係）

日程第８ 報告第４号 専決処分の報告について（変更契約、法第１８０条関係）

日程第９ 報告第５号 放棄した債権の報告について（公営住宅使用料・学校給食収入・給水

使用料・水道料金）

日程第10 同意第１号 周防大島町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

日程第11 同意第２号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

日程第12 認定第１号 平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 認定第２号 平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第14 認定第３号 平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第15 認定第４号 平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第16 認定第５号 平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

日程第17 認定第６号 平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第18 認定第７号 平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第19 認定第８号 平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第20 認定第９号 平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第21 認定第10号 平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算の認定について
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日程第22 認定第11号 平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決算の認定について

日程第23 議案第１号 令和元年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第２号 令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第３号 令和元年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第26 議案第４号 令和元年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第５号 令和元年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第６号 令和元年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第29 議案第７号 令和元年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第30 議案第８号 令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第31 議案第９号 令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）

日程第32 議案第10号 令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第１号）

日程第33 議案第11号 周防大島町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に

関する条例の制定について

日程第34 議案第12号 周防大島町印鑑条例の一部改正について

日程第35 議案第13号 周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例及び周防大島町行政連絡

船設置及び運営に関する条例の一部改正について（質疑・討論・採

決）

日程第36 議案第14号 周防大島町税条例等の一部改正について

日程第37 議案第15号 周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について

日程第38 議案第16号 周防大島町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について

日程第39 議案第17号 周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大島町水道事業給水条例の

一部改正について

日程第40 議案第18号 周防大島町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正について

日程第41 議案第19号 周防大島町農業近代化資金助成条例の一部改正について

日程第42 議案第20号 周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正について

──────────────────────────────

出席議員（14名）

１番 藤本 淨孝君 ２番 新田 健介君

３番 吉村 忍君 ４番 砂田 雅一君
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５番 田中 豊文君 ６番 吉田 芳春君

７番 平野 和生君 ８番 松井 岑雄君

９番 尾元 武君 10番 新山 玄雄君

11番 中本 博明君 12番 久保 雅己君

13番 小田 貞利君 14番 荒川 政義君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 舛本 公治君 議事課長 大川 博君

書 記 池永祐美子君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

町長 …………………… 椎木 巧君 代表監査委員 ………… 西本 克也君

副町長 ………………… 岡村 春雄君 教育長 ………………… 西川 敏之君

病院事業管理者 ……… 石原 得博君 総務部長 ……………… 中村 満男君

産業建設部長 ………… 林 輝昭君 健康福祉部長 ………… 近藤 晃君

環境生活部長 ………… 豊永 充君 久賀総合支所長 ……… 藤井 正治君

大島総合支所長 ……… 山本 勲君 東和総合支所長 ……… 大川 渉君

橘総合支所長 ………… 中村 光宏君

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 大下 崇生君

教育次長 ……………… 永田 広幸君 病院事業局総務部長 … 大元 良朗君

総務課長 ……………… 中元 辰也君 財政課長 ……………… 重冨 孝雄君

税務課長 ……………… 藤本 倫夫君 政策企画課長 ………… 岡本 義雄君

病院事業局総務課長 … 木村 稔典君

──────────────────────────────

午前９時30分開会

○議長（荒川 政義君） 改めまして、おはようございます。

ただいまから、令和元年第３回周防大島町議会定例会を開会をいたします。

中本議員から、遅刻の通告を受けております。
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直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（荒川 政義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

今期定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、松井岑雄議員、９番、尾

元武議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（荒川 政義君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る８月２９日開催の議会運営委員会において協議

の結果、お手元に配付してある会期日程のとおり、本日から９月２５日までの２２日間としたい

と思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配付して

ある会期日程のとおり、本日から９月２５日までの２２日間とすることに決しました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（荒川 政義君） 日程第３、諸般の報告を行います。

６月定例会以降の諸般についてを御報告いたします。

まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員から例月現金出納検査（６月・７月・８月実施

分）の結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配付いたしております。

次に、陳情・要望について、受理したものはございません。

続いて、系統議長会関係について、７月２日に開催されました山口県町議会議長会の定例会に

おいて、平成３０年度事業報告及び歳入歳出決算等について認定されたところです。

また、山口県町議会議長会の役員改選に伴い、私が山口県町議会議長会の会長に選任されまし

た。このことに関連し、中国地区町村議会議長会の副会長並びに全国離島市町議長会の理事に就

任をいたしました。ついては、山口県内の町議会を代表する立場として粉骨砕身努力いたす所存

でございますので、議会議員各位におかれましては御協力のほどよろしくお願いをいたします。

月が替わり、８月２１日、２２日には、山口県町議会議長会の研修視察で、山梨県昭和町にお

いて、防災マニュアル・ハザードマップの作成など、住民と議会が一体となった対策について研

修をいたしました。その中で、議員として災害現場で活動を行う際のけがなどに対する制度の整
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備が必要など、周防大島町においても執行部との調整が必要であると感じました。

次に、富士川町では、議会の運営に関してタブレット端末を活用し、議案や議会資料などの

ペーパーレス化を図り、本議会における議案配付や説明、議員活動に際してのデータ収集など、

効率化に資する取り組みを研修してまいりました。

また、議員研修の関係では、７月２５日に柳井市のベルゼで開催された柳井地区広域市町議会

議員研修会において、タブレット端末の操作研修を行いました。まだまだ操作に慣れる必要があ

ると認識をいたしております。

山梨県富士川町では、実際に議会運営でペーパーレス化が図られていることを見聞し、本町に

おいても、情報の取り出しに際し、非常に有用なタブレット端末を活用した議会運営を図りたい

と思い、先日の議会運営委員会で御協議いただき、若手議員を中心に５名程度の研修会を立ち上

げ、導入に向け調査研究していくことの了解をいただきました。まずは、先進事例の調査やタブ

レットの操作に慣れていただく勉強会などを開催したいと考えております。１年後の９月定例会

ではペーパーレス議会が行われるよう、御協力をお願いをいたします。

また、８月２７日、セントコア山口で開催された山口県町議会実務研修会では、元衆議院法制

局参事で議会事務局実務研究会議会アドバイザーの吉田利宏氏の「わかりやすい条例の見方・作

り方」と題した講演研修に御参加をいただきありがとうございました。

次に、町人会等への参加につきましては、去る７月２日に広島・周防大島町人会が開催され、

藤本議員、新田議員、平野議員、松井議員、尾元議員、小田議員に出席をいただきました。

また、秋に開催されます近畿東和会、東京東和町人会、近畿大島会、東京大島郡人会への議員

参加を計画しております。この件につきましては、議員派遣として本定例会の最終日の会議で御

議決をいただく予定でありますので、よろしくお願いをいたします。

以上、諸般の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告並びに議案の説明

○議長（荒川 政義君） 日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。

町長から行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） おはようございます。

本日は、令和元年第３回周防大島町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれ

ましては、御多忙の折にもかかわりませず御参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。

議案の説明に先立ちまして、行政報告を６件ほど申し上げたいと思います。

まず１件目は、大島大橋損傷事故の関連事項について御報告をいたします。

大島大橋損傷事故に伴う復旧工事につきましては、既に御承知のとおり、昨年１２月１日から
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直径３００ミリの仮設管により水道水が供給されておりましたが、本年７月１日から本復旧した

送水管による水道用水の供給が行われ始め、７月１２日には、歩道に設置されておりました仮設

の送水管が全て撤去されたということによりまして、歩道の交通規制も解除されたところでござ

います。

その後、防護柵の塗装や舗装の復旧が一部残っておりましたが、７月２９日には、関係者の大

変な御尽力によりまして、貨物船衝突事故に伴う全ての復旧工事が完了したところでございます。

なお、今回の大島大橋損傷事故に伴う復旧工事費についてでございますが、山口県は大島大橋

橋りょう復旧工事として、ＪＦＥエンジニアリング株式会社と２１億２,９９７万６,０００円で

契約を締結し、また柳井地域広域水道企業団においては、工事６件、委託業務２件の、総額７億

２,１８０万９,１６０円が工事費となっているところでございます。

また、県の大島大橋橋りょう復旧工事写真と柳井地域広域水道企業団の工事写真を配付いたし

ておりますので、御参考にしていただければと思います。

次に、制限債権届等の関係についてでございますが、第２回定例会で御報告をさせていただき

ましたが、６月１０日に行政全体の損害額を２億５,８６７万７,２９２円として広島地方裁判所

に制限債権の参加届出書を提出いたしたところであります。

その後、７月１７日に広島弁護士会館におきまして、制限債権届の調査期日説明会が開催され

たところでございます。今回、届出をした制限債権者数は２６９名、届出された制限債権の総額

は４４億１,２１０万２,６９０円が届出をされているとのことでございました。今回は、多数の

届出があり、添付資料が多くある制限債権もあることから、１回目の調査期日においては、全て

の債権は異議を留保し、調査は継続するとの説明でございました。

このことから、第２回目の調査期日説明会を令和２年１月２２日午後１時３０分から、広島地

方裁判所において開催するということでございましたので、町民の方々には、広報等を通じて周

知をしてまいりたいと考えているところでございます。

また、担当管理人からは、今までの経験上、債権者が１０人から２０人の案件では、約１年半

から２年程度かかり、債権者が３８０人いた案件では５年程度の期間を要したとの説明がありま

したが、いずれにいたしましても、早い段階での確定は困難な状況ではないかというふうに推測

をしておるところでございます。

最後に、本年３月２９日、広島高等裁判所に責任制限手続開始決定に対する即時抗告の申し立

てを行っております。追って、４月１１日には即時抗告理由書を提出をいたしたところでござい

ます。

その後、相手方代理人弁護士から準備書面が広島高等裁判所に提出がされ、本町及び柳井地区

広域水道企業団代理人弁護士からも準備書面の提出をいたしましたが、現時点においては、特に
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大きな動きはございません。今後、何らかの動きがございましたら、本議会へ報告してまいりた

いと思っております。

２件目は、米軍岩国基地の関連事項について御報告をいたします。

第２回定例会において、空母艦載機の移駐完了後１年間の騒音の検証や課題等につきまして御

報告をいたしましたが、航空機の飛行ルートにある三蒲、浮島等では騒音が増加し、住民生活に

影響を及ぼしているとの検証結果でございました。

本年４月、５月の２カ月の間に航空機騒音に対して住民の方々から６８件と、多くの苦情が寄

せられております。

その後、６月に入り、８月末現在の３カ月の間には９件と、苦情の件数は減少し、特に岩国基

地周辺のお盆期間、８月の１３日から１６日のこの期間でございますが、この期間におきまして

は騒音回数が大幅に減少しているとの結果が出ております。

いずれにいたしましても、本町に寄せられた苦情は真摯に受けとめるとともに、国に対して住

民の方々から寄せられた苦情の内容及び件数等をその都度報告をしているところでございます。

このようなことから、６月６日には、空母艦載機移駐後の状況を踏まえた騒音対策の推進や地

域振興策の確実な実施についての特別要望を国会議員、防衛省等に対して行いました。

また、８月５日には、中国四国防衛局に対しまして、航空機騒音の軽減対策や騒音調査体制の

充実等の安心・安全対策に関する要望や地域振興策に対する要望及び米軍再編に関する要望等、

山口県基地関係県市町連絡協議会から行ったところでございます。

以上のとおり、米軍岩国基地に関する状況について御報告申し上げましたが、今後も継続して

議会へ報告をいたしますとともに、県及び関係市町と連携して、町民の安全・安心の確保に努め

てまいりたいと思います。

これに関連いたしまして、７月から山口県が実施をしております住宅環境改善支援事業がス

タートしておりますが、その申請等の状況について御報告をしたいと思います。

８月末現在で、本町からの申請件数は１２６件、交付申請額は９５２万７,０００円で、岩国

市、和木町を合わせた県全体での申請件数は２７９件、交付申請額は２,３９１万５,０００円と

いう状況でございます。

本町といたしましては、引き続き当事業の対象区域の拡大とか、対象となる条件の緩和等、引

き続き国と県に対して強く要望してまいりたいと考えております。

３件目でございますが、各種証明等のコンビニ交付サービスについて御報告をいたします。

令和元年１０月１日から、各種証明のコンビニ交付サービスがスタートいたします。コンビニ

交付について御説明いたしますと、このサービスはマイナンバー個人番号カードを利用して、本

町が発行する証明書等を全国のコンビニエンスストア等に約５万５,０００店設置されておりま
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す多機能端末機、マルチコピー機と言われますが、これから取得できるサービスでございます。

しかしながら、全ての店舗にこの多機能端末機が設置されているというわけではございません

ので、設置されていない店舗での利用はできないということになります。

発行可能な証明書等につきましては、本町に住民登録がある方は、住民票の写し、印鑑登録証

明書が利用でき、所得・課税証明書につきましては、１月１日現在で本町に住民登録がある方が

対象で、毎日午前６時３０分から午後１１時まで御利用いただけますが、１２月２９日から１月

３日までの間とシステムメンテナンスのときには御利用ができないということになっております。

また、戸籍証明書、これは戸籍謄本、戸籍抄本でございますが、戸籍証明書と戸籍の附票の写

しにつきましては、本町に本籍がある方が平日の午前９時から午後５時までに御利用がいただけ

るということになっておりますが、本町に住民登録がない方につきましては、事前に利用登録申

請が必要となっております。

このサービスの導入によりまして、町民の方々の利便性の向上と窓口業務効率のアップ等の実

現を図りたいと考えているところでございます。

コンビニ交付システムに係る経費につきましては、構築経費といたしまして２カ年間で約

３,４００万円、運営経費で年間約５６０万円程度を見込んでおりますが、その２分の１は特別

交付税により措置されるということになっております。

なお、本町におきますマイナンバーカードの交付率は１５.５％と、県内では３番目に高い数

値でありますが、しかしながら、まだまだ余り普及していないというのが現状でございます。

国においては普及に向けた取り組みを積極的に打ち出しているところであり、今後も引き続き、

マイナンバーカードの周知、さらには普及に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

国のほうでは、２０２１年を目途に医療保険と連動させる、またはポイント制をつけるという

ようなことをもって、このマイナンバーカードの取得、そして利用を進めていきたいというふう

になっておりますので、ぜひとも議会の皆様方、関係者の皆様方にもこのマイナンバーカードを

まず取得をしていただきたいと思っているところでございます。

４件目は、幼児教育・保育の無償化について御報告をいたします。

幼児教育・保育の無償化につきましては、令和元年６月議会におきまして行政報告をさせてい

ただき、この９月議会で町の方針についてお示しすることを既に報告しているところであります。

繰り返しになりますが、まずは幼児教育・保育の無償化についての概要について御説明をいた

します。

本年１０月から消費税率１０％への引き上げに伴う税収の増加分を財源に、幼児教育・保育の

無償化を実施する改正子ども・子育て支援法が本年５月１０日の参議院本会議で可決、成立をい

たしました。
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この改正子ども・子育て支援法では、本年１０月から、３歳以上児の保育料を完全無償化とす

るとともに、３歳未満児のうち、住民税非課税世帯の保育料を無償化するというものであります。

副食費、これは食材料費とかおやつ代になりますが、この副食費につきましては、現在、保育

の運営費に含まれておりますが、今回の無償化に伴い、新たに３歳以上児の年収３６０万円以上

の世帯から月額４,５００円相当を徴収するということになります。

このため、本町といたしましては、無償化により保護者の負担が増えることのないよう、また、

県保育協会大島支部の要請や御意見も聞くなど、そしてまた財源の確保等、諸問題の解決に向け

て慎重に検討を行ってまいりました。

その結果として、保育料につきましては、国の制度による３歳以上児の無償化を行うと同時に、

国の制度では無償化とならない３歳未満児の住民税課税世帯につきましても、町単独による無償

化を行うことで、保育料の完全無償化、これを実施していきたいと考えております。

また、副食費につきましては、今回の無償化により、３歳以上児の保育料は無償化となります

が、副食費につきましては、保護者が負担するということになり、無償化と言いながら、これま

での保育料より高くなる保護者世帯が一定数存在するということになります。

以上のことから、副食費につきましては、対象者１人月額４,５００円を限度額といたしまし

て保育所に支給をすることとし、保育料と同様に、保護者の負担を無償とさせていただきたいと

思っております。

この保育の完全無償化につきましては、町内に住所を有し、かつ町内の保育所を利用する世帯

に適用し、他の市町では行っていない、周防大島町独自の子育て支援の取り組みとして実施する

ものでございます。

この保育の完全無償化による町負担の影響額といたしましては、平成３１年度当初予算ベース

での試算を行っておりますが、約６００万円の減額が見込まれており、このたびは関連する施行

規則の改正等による対応となります。

子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい環境づくりを行うことで、子育て支援

の充実を図り、本町の最重要課題であります少子化対策及び定住対策に取り組むこととしており

ますので、御理解を賜りますようお願いを申し上げます。

５件目でございますが、平成３０年度決算の状況並びに財政健全化判断比率等について御報告

をいたします。

平成３０年度決算につきましては、５月末に出納を閉鎖し、その後、監査委員による決算審査

を経て、８月２３日に、大変厳しくとも、そして適切なる決算審査意見書をいただいたところで

あります。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

よりまして、平成３０年度の決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告書をお手元に配
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付をいたしております。

なお、監査委員の意見書につきましては別途お配りをいたしているとおりでございますので、

御精読いただきたいと思います。

平成３０年度の平成３０年７月豪雨災害及び大島大橋への貨物船衝突事故によりまして、例年

にない決算状況となっております。

まず、決算の状況につきましては、一般会計の実質収支は２億１,５１５万８,０００円の黒字

決算となっておりますが、単年度収支につきましてはマイナス３億５,７７６万７,０００円、さ

らに実質単年度収支についてもマイナス４億５,１９７万３,０００円となっておりまして、実質

単年度収支につきましては、合併年度である平成１６年度以来の赤字決算ということになります

し、私は、町長に就任して初めての実質単年度収支の赤字ということを経験したということにな

っておりまして、大変厳しい決算であるというふうに受けとめております。

なお、公営企業特別会計を除く特別会計につきましては、黒字もしくは収支ゼロの決算となっ

ております。

財政分析指数におきましては、合併時から大幅な改善が図られているものの、今後の合併によ

る特例措置の先行きとか、または国勢調査人口の減少による交付税減額への大幅な影響を考えま

すと、さらなる行財政改革の取り組みが最も重要であると考えているところでございます。

次に、平成３０年度決算に係る財政の健全化判断比率及び資金不足比率についてであります。

実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに赤字額がなく、実質公債費比率においては１１.４％

と、前年度比０.１ポイントの改善が図られているとともに、それぞれの早期健全化基準を下回

っておりますが、将来負担比率は普通交付税減額の影響もあり４７.０％と、対前年度比１.３ポ

イントの悪化という状況になっております。

また、全ての企業会計において、資金不足は生じていない状況であります。よって、周防大島

町の財政状況につきましては、厳しい状況にはあるものの、財政の健全化判断比率は改善が図ら

れ、財政の健全性は維持されていると判断しているところでございます。

６件目は、臨時職員等の賃金改定についての御報告でございます。

去る８月９日、山口労働局長の諮問機関であります山口地方最低賃金審議会から、県内の最低

賃金を１時間当たり現行の８０２円から２７円引き上げて８２９円とするよう答申がなされまし

た。この２７円の引き上げは、山口県最低賃金が時間額表示となった平成１４年度以降最高の額

の引き上げ額となっております。

今後、山口労働局は異議申出の手続きを経て、１０月に新たな最低賃金を決定することが見込

まれます。仮に答申どおりに最低賃金が改定された場合、現在、本町の一般事務職等の臨時職員

の賃金は時給８１０円であり、最低賃金を下回ることとなります。
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したがいまして、正式に最低賃金が決定されれば、その額に応じ、事務職員の賃金を改定する

とともに、保健師や保育士、その他の職種についても、これに相応する各改定を行い、また賃金

を基準に積算している委託料等につきましても、これを改める必要が生じることとなります。

しかしながら、正式な決定が１０月になるということが見込まれることから、改定後の賃金等

の支払いにつきましては、現行予算の範囲内で対応することとし、その差額につきましては

１２月補正予算に計上をさせていただきたいと考えておりますので、御了承をいただきたいと思

います。

以上、行政報告を６件させていただきました。

それでは、提出議案の概要につきまして御説明を申し上げます。

本定例会に提案をいたしております案件は、報告５件、同意２件、決算の認定に関するもの

１１件、補正予算に関するもの１０件、条例の制定及び改正について１０件の合計３８件であり

ます。

報告第１号及び報告第２号は、損害賠償の額を定めることについて、専決処分により処理をい

たしましたことを報告するものであります。

報告第３号及び報告第４号は、工事の請負変更契約について、専決処分により処理したことを

議会に報告するものであります。その中で、報告第３号のほうですが、平成３０年度道の駅サザ

ンセトとうわ増築工事、建築でございますが、これの請負変更契約について、また報告第４号に

つきましては、平成３０年度小松開作地区若者定住促進住宅建築工事の請負変更契約についてで

あります。

報告第５号は、債権管理条例に基づき放棄した債権について、議会に報告するものであります。

同意第１号は、周防大島町教育委員会教育長の任命についてであります。

任期満了に伴う教育委員会教育長の任命について、議会の同意を求めるものでございます。

同意第２号は、周防大島町教育委員会委員の任命についてであります。

任期満了に伴う教育委員会委員の任命について、議会の同意を求めるものでございます。

次に、認定第１号から認定第１１号までの１１件は、平成３０年度の一般会計から渡船事業特

別会計までの各会計の歳入歳出決算及び水道事業、病院事業局の各企業会計事業決算の認定につ

いてお諮りをするものであります。

一般会計の実質収支は２億１,５１５万８,０００円の黒字となり、水道事業及び病院事業局企

業会計を除くその他の特別会計につきましても、黒字もしくは収支ゼロ決算となり、おかげをも

ちまして各会計とも順調に予算執行ができたものと思っております。

平成３０年７月豪雨や大島大橋への貨物船衝突事故に見舞われた中で、無事に決算の認定をお

諮りできますことは、議員各位をはじめ、町民の皆様の御理解と御協力によるものであり、深く
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感謝を申し上げる次第でございます。

各財政分析の指数につきましては、合併時との比較では大幅な改善は図られているものの、合

併による特例措置の終期も間近に迎え、縮減幅も大きくなったことなどの影響によりまして、一

部の指数に悪化の状況も見られることから、今後さらなる行財政改革への取り組みが重要で、な

おかつ必要であると考えております。

監査委員の決算審査意見並びに主要な施策の成果を説明する書類を添えて決算書をお配りして

いるところでありますが、各会計決算の詳細内容につきましては、後ほど関係参与より御説明を

申し上げます。

議案第１号は、令和元年度一般会計補正予算（第２号）についてであります。

既定の予算に４億８,５４７万８,０００円を追加し、補正後の予算の総額を１４９億１,２８３万

４,０００円とするものでございます。

議案第２号は、令和元年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に３,２５３万６,０００円を追加し、補正後の予算の総額を２９億７,９３５万

２,０００円とするものであります。

議案第３号は、令和元年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についてでありま

す。

既定の予算に１７万９,０００円を追加し、補正後の予算の総額を４億６,２５３万３,０００円

とするものでございます。

議案第４号でございますが、令和元年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。

保険事業勘定の既定の予算に２億４８０万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を

３６億５,５３８万７,０００円とし、介護サービス事業勘定の既定の予算に２４万８,０００円

を追加し、補正後の予算の総額を７５７万６,０００円とするものでございます。

議案第５号は、令和元年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に２１８万６,０００円を追加し、補正後の予算の総額を３億６,６８０万

１,０００円とするものであります。

議案第６号は、令和元年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に１,３４９万３,０００円を追加し、補正後の予算の総額を１５億１,６２７万

３,０００円とするものでございます。

議案第７号は、令和元年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

既定の予算に１５０万円を追加し、補正後の予算の総額を２億９,３９３万９,０００円とする

ものでございます。
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議案第８号でありますが、令和元年度漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について

であります。

既定の予算に５８６万５,０００円を追加し、補正後の予算の総額を６,７９８万３,０００円

とするものでございます。

議案第９号は、令和元年度渡船事業特別会計補正予算（第２号）についてであります。

既定の予算に１２２万２,０００円を追加し、補正後の予算の総額を８,２３０万５,０００円

とするものでございます。

議案第１０号は、令和元年度病院事業特別会計補正予算（第１号）についてであります。

業務の予定量のほか、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出等を補正するものであります。

議案第１１号は、周防大島町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の制定についてであります。

これは半島振興法に基づいて策定した産業振興促進計画が国において認定されたことから、本

町におきましても税の優遇措置が受けられるよう条例を整備しようとするものでございます。

議案第１２号周防大島町印鑑条例の一部改正については、コンビニ交付サービスの導入及び法

令等の改正によりまして旧氏の併記が可能となったことから、所要の改正を行うものであります。

議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例及び周防大島町行政連絡船設置及び

運営に関する条例の一部改正については、令和元年１０月１日から消費税及び地方消費税の税率

が８％から１０％に引き上げられることに伴いまして、先般、国から上限運賃変更認可を受けた

ことから所要の改正を行うものでございます。

議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正については、既に施行されております地方税法等

の一部を改正する法律のうち、令和元年１０月１日以降に施行される改正事項について所要の改

正を行うものでございます。

議案第１５号周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正については、離島振興

法に基づく本町の振興計画により優遇税制を措置するにあたり、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第１６号周防大島町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正については、法令等の改正によりまして、放課後児童支援員の資格要件等について所要

の改正を行うものであります。

議案第１７号周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部改正に

つきましては、水道法の改正に伴いまして、給水装置工事事業者の更新が必要となったことから、

更新手数料の額を定めるため、所要の改正を行うものであります。

議案第１８号周防大島町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正及び議案第１９号周
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防大島町農業近代化資金助成条例の一部改正については、条文に規定する組織名称等において、

既に改称がなされておるものについて現行の名称に改めようとするものでございます。

議案第２０号周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につき

ましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律が公布されたことから、成年被後見人等であることが消防団員の欠格事項とならないよ

う、所要の改正を行うものであります。

以上、議案等の概要につきまして御説明を申し上げましたが、詳しくは提案の都度、私または

関係参与が御説明いたしますので、何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしく

お願いをいたしまして終わります。

○議長（荒川 政義君） 以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１号

日程第６．報告第２号

日程第７．報告第３号

日程第８．報告第４号

日程第９．報告第５号

○議長（荒川 政義君） 日程第５、報告第１号損害賠償の額を定める専決処分の報告についてか

ら、日程第９、報告第５号放棄した債権（公営住宅使用料・学校給食収入・給水使用料・水道料

金）の報告について、執行部の報告を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） それでは、報告第１号から報告第４号の専決処分の報告について及

び報告第５号の放棄した債権の報告について、補足説明を申し上げます。

報告第１号及び報告第２号は、損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告でありま

す。

報告第１号は、令和元年６月９日に町道三ツ松北線において発生した事故による損害賠償の額

を定めることについて、７月１８日に地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分に

より処理させていただきましたので、同法同条第２項の規定により議会へ報告するものでござい

ます。

この事故は、大字西安下庄地内の町道三ツ松北線において、株式会社トヨタレンタリース山口

所有の普通自動車が走行中、道路が陥没し、当該車両のフロントバンパーを破損させたものでご

ざいます。

なお、損害賠償の額は７万８,８２９円であり、既に全国町村会総合賠償補償保険から７月

３０日に全額支払われましたので、あわせて御報告させていただきます。
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次に、報告第２号は、令和元年６月１０日に周防大島町大字西安下庄のたちばなケアプラザ駐

車場内において発生した事故による和解及び損害賠償の額を定めることについて、６月２５日に

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分により処理させていただきましたので、

同法同条第２項の規定により議会へ報告するものでございます。

この事故は、周防大島町大字西安下庄のたちばなケアプラザ駐車場内において、敷地内を移動

する際、後方確認を怠り、停車していた相手方車両に衝突したものでございます。

なお、本件事故に係る和解につきましては、相手方対町の過失割合が０対１０であることを確

認し、町が相手方へ２３万６,２３９円を賠償したものでございます。損害賠償の額は既に一般

財団法人全国自治協会から７月３０日に全額支払われましたので、あわせて御報告させていただ

きます。

報告第３号、報告第４号は、変更契約についての専決処分の報告でございます。

報告第３号は、平成３０年度道の駅サザンセトとうわ増築工事（建築）の変更契約についてで

あります。

平成３０年度道の駅サザンセトとうわ増築工事（建築）につきましては、藤川建設株式会社と

請負契約を締結し、７月１２日に引き取りをしたところであります。このたび金属建具工事等の

追加により、請負代金を増額することが必要となりました。このため、原契約６,６４２万円に

３４９万４,８８０円を増額した６,９９１万４,８８０円とする請負変更について、地方自治法

第１８０条第１項の規定に基づき、指定された専決処分事項により専決処分を行いましたので、

これを報告するものでございます。

報告第４号は、平成３０年度小松開作地区若者定住促進住宅建築工事の変更契約についてであ

ります。

平成３０年度小松開作地区若者定住促進住宅建築工事につきましては、平成３１年２月１日に

大海建設工業株式会社と仮契約を締結し、同年第２回臨時会において御議決を賜り、２月２５日

に本契約として工事を施工しております。

工事に際して、外構工事の目隠し塀、金属工事の入隅部納まり仕舞のため、外壁米杉張り見切

金物等を追加計上したことにより、工事内容に変更が生じました。つきましては、原契約の工事

請負金額８,５２１万２,０００円に４９６万８,０００円を増額した９,０１８万円とする請負変

更契約について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、８月１３日に専決処分をさせて

いただきましたので、同法同条第２項の規定により御報告をさせていただきます。

報告第５号は、放棄した債権について御報告するものでございます。

議案つづりの９ページをお願いいたします。

債権に係る放棄の適否について、去る平成３１年２月１２日に周防大島町債権管理条例施行規
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則第６条の規定に基づき設置した周防大島町債権管理審査会で審議し、承認を受け、債権放棄を

しましたので、周防大島町債権管理条例第８条の規定により御報告をいたします。

その内訳につきましては、一般会計における公営住宅使用料の滞納繰越分のうち、周防大島町

債権管理条例第７条第１号に該当する債権額１５万８００円、債権者２名、学校給食収入のうち、

条例第７条第１号に該当する債権額４,４５０円、債権者１名、簡易水道事業特別会計における

給水使用料の滞納繰越分のうち、条例第７条第１号に該当する債権額１６万７,１２６円、債権

者３名、水道事業企業会計における水道料金未収金のうち、条例第７条第１号に該当する債権額

１,７８０万７,６９６円、債権者１８３名の、合わせて債権額１,８１３万７２円、債権者

１８９名でございます。

以上、報告第１号から報告第５号までの補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 以上で執行部の報告を終了します。

────────────・────・────────────

日程第１０．同意第１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１０、同意第１号周防大島町教育委員会教育長の任命につき同意

を求めることについてを議題とします。

一身上に関する事件でございますので、西川教育長の退場を求めます。

〔教育長 西川 敏之君 退場〕

○議長（荒川 政義君） それでは、提出者の説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 同意第１号でございますが、周防大島町教育委員会教育長の任命につき

同意を求めることについてであります。

本町教育委員会教育長である西川敏之教育長は、令和元年１１月２６日をもって３年間の任期

を満了いたします。

私といたしましては、重責を担う教育行政の長として、平成２４年１１月から現教育長として、

地域とともにある学校を目指すコミュニティスクールや英語教育の推進など、学校教育、文化活

動の支援やスポーツ振興などの社会教育、そして中学校の統合問題への取り組みや学校の空調設

備の整備など、本町教育行政向上発展のために多大な御尽力をいただいております現西川教育長

を、引き続き教育長に任命をしたいと考えておるところでございます。

特に、次に任命をします教育長の任期は、本年１１月から令和４年１１月の３年間でありまし

て、任期中の令和３年４月からは、新たに統合中学校が開校いたす時期が入っておりますことか

らも、これまで中学校の統合・再編に取り組んでこられた現西川教育長を引き続き任命したいと

考えているところでございます。

よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によりまして、議会に
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お諮りをする次第であります。

教育委員会におきましては、基本目標の自立・協働・創造、ふるさとに誇りがもてる人づく

り・地域づくりのもと、児童生徒の知・徳・体のバランスのとれた成長、ＩＣＴを活用した教育

や外国語学習の推進、学校統合問題や町民の方の幸せ感が増す社会教育の充実など、多くの課題

を抱えておりまして、引き続き西川氏の手腕に大きな期待を寄せているところであります。

西川氏の経歴につきましては、添付の関係資料のとおりであります。

議員各位におかれましては、西川敏之氏の教育長任命について御同意を賜りますよう何とぞよ

ろしくお願いいたしまして、提案理由といたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。本件は、人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。

これより起立による採決を行います。同意第１号西川敏之氏を周防大島町教育委員会教育長に

任命することに同意を求めることについて、同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、西川敏之氏を周防大島町教育委員会教育

長に任命することに同意することに決定しました。

西川教育長の入場を許可いたします。

〔教育長 西川 敏之君 入場〕

○議長（荒川 政義君） ただいま教育長に任命同意と決しました西川教育長より、挨拶をお願い

をいたします。西川教育長。

○教育長（西川 敏之君） 今、議員の先生方から御同意を賜りました西川敏之です。ありがとう

ございます。

基本目標、自立・協働・創造、ふるさとに誇りがもてる人づくり・地域づくりを達成するため

には、学校教育、社会教育、学社融合教育をあわせた地域教育経営を実りあるものにしていくこ

とが私の責務だと考えております。

学校教育の重点項目は、将来の選択肢を広げ、夢の実現に向けて学力を中核として、知・徳・

体のバランスのとれた児童生徒の成長、そして令和３年４月開校の新中学校への準備とスムース

なスタートと考えております。

社会教育の重点は、周防大島町としての一体感を醸成しながら、町民の方々の幸せ感を増す諸

行事の企画、運営、実施、そして事務局組織の強化だと考えております。
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学社融合教育の重点項目は、児童生徒の確かで健やかな成長のために、教職員、保護者、地域

の方々が力を合わせるコミュニティスクールの仕組みを活用して、少しでも地域づくりに貢献し

ていくことと考えております。

皆様方の御指導、御支援をいただきながら、周防大島教育の充実、発展のために全力を尽くす

覚悟です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１１．同意第２号

○議長（荒川 政義君） 日程第１１、同意第２号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを議題とします。

提出者の説明を求めます。椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 同意第２号は、周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてであります。

本町教育委員会委員のうち、沖廣正義氏が令和元年１１月２６日をもって４年間の任期を満了

いたしますが、同委員を周防大島町教育委員会委員として再度任命したいと考えております。

沖廣氏は、温厚誠実な人柄であり、また宗教家として人格、見識が高く、青少年の活動の指導

者としても豊富な経験を有し、現在まで教育委員としての職責を十分果たしておられますので、

教育委員として適任者であると考えております。

よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまして、議会に

お諮りをする次第であります。

沖廣氏の経歴につきましては、添付の関係資料のとおりでありますが、沖廣氏は、現在、小学

生の保護者であるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第５項に規定する保護

者委員としての役割も期待をしているところであります。

議員各位におかれましては、沖廣正義氏の教育委員任命について御同意を賜りますよう何とぞ

よろしくお願い申し上げまして、提案理由にさせていただきます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりました。

お諮りします。本件は、人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。

これより起立による採決を行います。同意第２号沖廣正義氏を周防大島町教育委員会委員に任

命することにつき同意を求めることについて、同意することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕
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○議長（荒川 政義君） 起立全員であります。よって、沖廣正義氏を周防大島町教育委員会委員

に任命することに同意することに決定しました。

暫時休憩をします。

午前10時27分休憩

………………………………………………………………………………

午前10時43分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１２．認定第１号

日程第１３．認定第２号

日程第１４．認定第３号

日程第１５．認定第４号

日程第１６．認定第５号

日程第１７．認定第６号

日程第１８．認定第７号

日程第１９．認定第８号

日程第２０．認定第９号

日程第２１．認定第１０号

日程第２２．認定第１１号

○議長（荒川 政義君） 日程第１２、認定第１号平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算

の認定についてから、日程第２２、認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決

算の認定についてまでの１１議案を一括上程し、これを議題とします。

補足説明を求めます。大下会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（大下 崇生君） 平成３０年度周防大島町各会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

認定第１号平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第９号平

成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を申し上げ

ます。

この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、各会計の決算につきまして議会の

認定をお願いするものでございます。

それでは、認定第１号平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして補足説明を

申し上げます。
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決算書の２ページをお願いいたします。

歳入の合計額を申し上げますと、予算現額１５９億３,０１８万８,０００円、調定額１５８億

３,５０９万１,０８３円に対しまして、収入済額は１５０億６,７１８万６,１２３円で、調定額

に対する収入率は９５.１５％となっております。

不納欠損額９３７万２,３４７円につきまして、１ページの１款町税１項町民税は３２６万

９,５３７円で、個人、滞納繰越６２人、法人、滞納繰越１社、２項固定資産税は５４０万

１,２４０円で、現年２人、滞納繰越２３８人、３項軽自動車税は３０万１,６００円で、現年

２人、滞納繰越７１人、１１款分担金及び負担金２項負担金の２４万４,７２０円は保育料で、

滞納繰越４人、２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料の１５万８００円は住宅使用料で、

滞納繰越７人、１９款諸収入４項雑入の４,４５０円は学校給食収入で、滞納繰越１人となって

おります。

収入未済額のうち、事業の繰り越しに伴う未収分を差し引いた残りの収入未済額の主なものに

つきまして、１ページの１款町税１項町民税の２,９６４万４,７６７円は、個人、現年１４０人、

滞納繰越３７８人、法人、現年３社、滞納繰越７社、２項固定資産税の６,１０３万２,４１７円

は現年３２９人、滞納繰越１,０３５人、３項軽自動車税の３９１万４００円は現年１４６人、

滞納繰越３８５人、１１款分担金及び負担金２項負担金の２８２万１,４２０円は保育料で、現

年３人、滞納繰越２０人となっております。

２ページの１２款使用料及び手数料１項使用料の６,１４１万８,５９８円のうち、６,１２０万

１,８９８円は住宅使用料で、現年３３人、滞納繰越４９０人となっております。

１ページの１款町税１項の町民税の収入済額５億４,４７０万７,９６６円には、還付が済んで

いない額──以降、還付未済額と言いますが──５万５,６００円含まれておりますので、町民

税の収入未済額の実数としましては、２,９６４万４,７６７円に５万５,６００円を加算した

２,９７０万３６７円となります。

同じく、１款町税２項固定資産税の収入済額６億６,５０９万１,５７６円についても、還付未

済額６万７,１００円が含まれていますので、収入未済額の実数としましては、６,１０３万

２,４１７円に６万７,１００円を加算した６,１０９万９,５１７円となります。

また、１款町税３項軽自動車税の収入未済額は３９１万４００円となっております。

この還付未済額につきましては、４３ページの事項別明細書備考欄に記載しております。

４ページをお願いいたします。

歳出の予算現額１５９億３,０１８万８,０００円に対しまして、支出済額は１４５億

８,８５３万２,７３０円で、執行率は９１.５８％となっております。

翌年度繰越額の８億５,４４７万２,０００円につきましては、６月の定例議会において御報告
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しております、平成３０年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。

歳入歳出差引残額は４億７,８６５万３,３９３円となっており、平成２９年度決算と比較して

２３.６１％の減となっております。この主な要因といたしましては、平成３０年７月豪雨、平

成３０年１０月２２日に発生した大島大橋への貨物船衝突事故の影響によるものでございます。

不用額につきましては４億８,７１８万３,２７０円となっており、平成２９年度決算と比較し

て１８％の減となっております。

以上で一般会計の説明を終わります。

詳細につきましては、４３ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書の御参照をお願い

いたします。

また、以後の各会計の事項別明細書につきましても、説明の都度、あわせて御参照くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、認定第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。

７ページをお願いいたします。

歳入の予算現額３１億３,５１７万１,０００円、調定額３３億３,５１２万９,０８６円に対し

まして、収入済額は３１億９,２３５万９,６１８円で、調定額に対する収入率は９５.７２％と

なっております。

不納欠損額は、国民健康保険税の１,０１２万９,６００円で滞納繰越１３５人、また、収入未

済額は国民健康保険税が１億３,２４７万７,９２７円で、現年２１４人、滞納繰越７６３人とな

っておりますが、収入未済額の実数としましては、事項別明細書２６１ページの備考欄の、還付

未済額の７万８,８００円を加算した１億３,２５５万６,７２７円となっております。

雑入の１６万１,９４１円は返納金で過年度分６人となっております。

８ページをお願いいたします。

歳出の予算現額３１億３,５１７万１,０００円に対しまして、支出済額は３１億８９５万

８,３９１円で、執行率は９９.１６％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は２,６２１万２,６０９円、歳入歳出差引残額は８,３４０万

１,２２７円の決算となっております。

３０年度末の国保加入状況につきましては、加入世帯数は３,３７７世帯、被保険者数は

５,０９５人、世帯加入率は３６.８％、被保険者加入率は３１.６％で、１人当たりの医療費は

４９万６,８４９円となっております。

また、平成３０年度から都道府県が国保財政運営の責任主体として、その中心的役割を担う国

保の県単位化がスタートし、国保財政運営の仕組みが大きく変わっております。
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続きまして、認定第３号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算に

つきまして補足説明を申し上げます。

１１ページをお願いいたします。

歳入の予算現額は４億４,４６９万円、調定額４億４,１４８万８７７円に対しまして、収入済

額は４億４,０９９万７,９３３円で、調定額に対する収入率は９９.８９％となっております。

不納欠損額は、後期高齢医療保険料の１０万１,１２７円で滞納繰越８人となっております。

また、収入未済額は後期高齢者医療保険料で３８万１,８１７円、現年１９人、滞納繰越８人

となっておりますが、収入未済額の実数としましては、事項別明細書の２７５ページ備考欄の、

還付未済額の６０万２,０３４円を加算した９８万３,８５１円となっております。

１２ページをお願いいたします。

歳出の予算現額４億４,４６９万円に対しまして、支出済額は４億４,０８１万８,６０５円で、

執行率は９９.１３％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は３８７万１,３９５円、歳入歳出差引残額は１７万

９,３２８円となっております。

平成３０年度末における後期高齢者医療保険の被保険者数は５,１７９人で、１人当たりの医

療費は９６万７,７８４円となっております。

続きまして、認定第４号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。

１５ページをお願いします。

保険事業勘定の歳入の予算現額３４億８,５７４万円、調定額３５億４,０６６万８,１７８円

に対しまして、収入済額は３５億３,５３１万８５８円で、収入率は９９.８５％となっておりま

す。

不納欠損額の１５１万１,４２０円は介護保険料で、滞納繰越３９人、収入未済額の３８４万

５,９００円も同じく介護保険料で、現年７０人、滞納繰越８０人となっておりますが、収入未

済額の実数としましては、事項別明細書２８１ページの備考欄の、還付未済額１４６万１２０円

を加算した５３０万６,０２０円となっております。

１６ページをお願いします。

歳出の予算現額３４億８,５７４万円に対しまして、支出済額は３３億２,９５０万７,４８４円

で、執行率は９５.５２％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は１億５,６２３万２,５１６円、歳入歳出差引残額は２億

５８０万３,３７４円となっております。

１９ページをお願いします。
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介護サービス事業勘定でありますが、歳入の予算現額は６８１万６,０００円で、調定額、収

入済額はいずれも同額の６８９万２,８００円、収入率は１００％となっております。

２０ページをお願いします。

歳出の予算現額６８１万６,０００円に対しまして、支出済額は６６４万４,４１８円で執行率

は９７.４８％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は１７万１,５８２円、歳入歳出差引残額は２４万８,３８２円

となっております。

なお、平成３０年度末の第１号被保険者数は８,６２４人で、認定者数は２,０９３人となって

おります。

続きまして、認定第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきま

して補足説明を申し上げます。

２３ページをお願いします。

歳入の予算現額３億５,２８１万８,０００円、調定額３億４,４８８万８,９７９円に対しまし

て、収入済額は１億３６７万３,０９７円で、収入率は３０.０６％となっております。

不納欠損額は給水使用料の１６万７,１２６円で、滞納繰越１７人となっております。

県支出金、町債を除いた収入未済額１２０万３,７５６円は、２款使用料及び手数料１項使用

料１目給水使用料で、現年５人、滞納繰越３３人となっております。

２４ページをお願いします。

歳出の予算現額３億５,２８１万８,０００円に対しまして、支出済額は１億２６３万

４,０９７円で、執行率は２９.０９％でございます。

翌年度繰越額の２億４,０８８万４,０００円につきましては、６月の定例議会において御報告

しております、平成３０年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。

不用額につきましては９２９万９,９０３円となっており、歳入歳出差引残額は１０３万

９,０００円の決算となっております。

なお、給水人口は２２７人、普及率は９９.１３％となっております。

続きまして、認定第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。

２７ページをお願いします。

歳入の予算現額１４億５,９８９万９,０００円、調定額１４億２,４７８万８,４３７円に対し

まして、収入済額は１１億１,８７２万２,６５８円で、収入率は７８.５２％となっております。

不納欠損額は２７万７,６８０円で、分担金の２万５,２００円は滞納繰越１人、使用料の

２５万２,４８０円、滞納繰越１３人となっております。
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国庫支出金、町債を除いた収入未済額２３４万９９円につきましては、１款分担金及び負担金

１項分担金では、受益者の分担金が２３万８,１００円で滞納繰越１０人、２款使用料及び手数

料１項使用料が２１０万１,９９９円で、現年２８人、滞納繰越８０人となっておりますが、収

入未済額の実数としましては、事項別明細書３０７ページ備考欄の、還付未済額の２,３７６円

を加算した２３４万２,４７５円となっております。

２８ページをお願いします。

歳出の予算現額１４億５,９８９万９,０００円に対しまして、支出済額は１１億１,７６８万

６,６５８円で、執行率は７６.５６％となっております。

翌年度繰越額の３億４４８万４,０００円につきましては、６月の定例議会において御報告し

ております、平成３０年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。

不用額につきましては３,７７２万８,３４２円となっており、歳入歳出差引残額は１０３万

６,０００円の決算となっております。

なお、平成３０年度末の町全体の下水道普及率は３７.２％で、汚水処理人口普及率は６１％

となっております。

続きまして、認定第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。

３１ページをお願いします。

歳入の予算現額３億３,６８３万３,０００円、調定額３億３,２７９万６,２４６円に対しまし

て、収入済額３億３,１７６万８,９６４円で、収入率は９９.６９％となっております。

不納欠損額は使用料の２万７,８３０円で、滞納繰越２人となっております。

収入未済額９９万９,４５２円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金１項分担金では、

受益者の分担金が１万９,２００円で現年１人、２款使用料及び手数料１項使用料の農業集落排

水使用料が９８万２５２円で、現年２０人、滞納繰越４２人となっております。

３２ページをお願いします。

歳出の予算現額３億３,６８３万３,０００円に対しまして、支出済額は３億３,１７６万

８,９６４円で、執行率は９８.５％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で不用額は５０６万４,０３６円、歳入歳出差引残額はゼロ円の決算と

なっております。

続きまして、認定第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。

３５ページをお願いします。

歳入の予算現額５,６３７万７,０００円、調定額５,５４２万５,５０２円に対しまして、収入
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済額は５,４７８万４,１２３円で、収入率は９８.８４％となっております。

不納欠損額は、使用料の２万９,２６０円で滞納繰越２人、収入未済額は１款使用料及び手数

料１項使用料の６１万２,１１９円で、現年４人、滞納繰越１４人となっております。

３６ページをお願いします。

歳出の予算現額５,６３７万７,０００円に対しまして、支出済額は５,４７８万４,１２３円で、

執行率は９７.１７％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は１５９万２,８７７円、歳入歳出差引残額はゼロ円の決算

となっております。

続きまして、認定第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまして

補足説明を申し上げます。

３９ページをお願いします。

歳入の予算現額８,９６５万５,０００円に対しまして、調定額、収入済額はいずれも同額の

８,３６９万１,９７１円で、収入率は１００％、不納欠損額、収入未済額ともにゼロ円となって

おります。

４０ページをお願いします。

歳出の予算現額８,９６５万５,０００円に対しまして、支出済額は８,３６９万１,９７１円で、

執行率は９３.３５％となっております。

翌年度繰越額はゼロ円で、不用額は５９６万３,０２９円、歳入歳出差引残額はゼロ円の決算

となっております。

続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。単位は、千円で記入しておりま

す。

３４１ページをお願いします。

一般会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額１５０億６,７１８万６,０００円、歳

出総額１４５億８,８５３万３,０００円、歳入歳出差引額は４億７,８６５万３,０００円となり、

そのうち翌年度へ繰り越すべき財源２億６,３４９万５,０００円を差し引いた実質収支額は、

２億１,５１５万８,０００円で決算をいたしております。

３４２ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３１億９,２３６万円、歳出総額３１億８９５万８,０００円で、歳入歳出差引額並び

に実質収支額は同額の８,３４０万１,０００円となっております。

３４３ページは、後期高齢者医療事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額４億４,０９９万８,０００円、歳出総額４億４,０８１万９,０００円、歳入歳出差引

額は１７万９,０００円で、実質収支額も同額となっております。
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３４４、３４５ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

３４４ページの保険事業勘定でありますが、歳入総額３５億３,５３１万１,０００円、歳出総

額３３億２,９５０万７,０００円、歳入歳出差引額は２億５８０万３,０００円で、実質収支額

も同額となっております。

また、３４５ページの介護サービス事業勘定でありますが、歳入総額６８９万３,０００円、

歳出総額６６４万４,０００円で、歳入歳出差引額は２４万８,０００円で、実質収支額も同額と

なっております。

３４６ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億３６７万３,０００円、歳出総額１億２６３万４,０００円、歳入歳出差引額並び

に繰越明許費繰越額はいずれも１０３万９,０００円で、実質収支額はゼロ円となっております。

３４７ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１１億１,８７２万３,０００円、歳出総額１１億１,７６８万７,０００円で、歳入歳

出差引額並びに繰越明許費繰越額はいずれも１０３万６,０００円で、実質収支額はゼロ円とな

っております。

３４８ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額、歳出総額は同額の３億３,１７６万９,０００円で、歳入歳出差引額、実質収支額は

いずれもゼロ円となっております。

３４９ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額、歳出総額は同額の５,４７８万４,０００円で、歳入歳出差引額、実質収支額はいず

れもゼロ円となっております。

３５０ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。

歳入総額、歳出総額は同額の８,３６９万２,０００円で、歳入歳出差引額、実質収支額はいず

れもゼロ円となっております。

続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。

この調書につきましては、今年度移動のあった主な部分について御説明させていただきます。

３５１ページをお願いします。

１、公有財産の（１）土地及び建物のうち土地につきましては、その他の行政機関消防施設で

は防火水槽用地の買い取り、公営住宅等では中塚・赤松住宅の普通財産へ区分がえ、公園では遊

歩道の取得、その他の施設では陸上競技場駐車場用地の買い取り、橘総合センター駐車場の道路

からの区分修正、橘総合センター駐車場の一部及び旧蒲野保育所の普通財産へ区分がえ、普通財

産では、橘総合センター駐車場の一部を行政財産から区分がえをして、周防大島高校寄宿舎用地

として県に売却により、合計で１万２,５１４.７５平方メートルの増となっております。
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建物につきましては、木造の公営住宅等では中塚・赤松等の公営住宅の解体、その他の施設で

は、伊保田港待合所・案内所の解体、普通財産では、旧蒲野保育所の倉庫・物置のその他施設か

らの区分がえ等により、合計で１８１.１９平方メートルの減となっております。

非木造の本庁舎では、旧東和庁舎書庫の解体、消防施設では大島地区体育館防災倉庫基礎新築、

その他の施設では伊保田港駐車場公衆便所解体、旧蒲野保育所の普通財産への区分がえ、旧ＪＡ

山口大島Ａコープ小松店倉庫の寄附による取得、普通財産では、旧蒲野保育所のその他の施設か

ら区分がえにより、合計で３８１.０８平方メートルの増となっております。

木造・非木造を合わせた延面積では、１９９.１７平方メートルの増となっております。

３５２ページをお願いします。

（２）山林から（５）の有価証券につきましては移動はございません。

３５３ページをお願いします。

（６）出資による権利ですが、柳井地域広域水道企業団へ１６３万６,０００円出資しまして、

年度末現在高は５０億２,２０６万円となっております。

３５４ページの山口県東部森林組合出資金の１万４,０００円の増は、配当金となっておりま

す。

３５５ページをお願いします。

２の物品につきましては、普通自動車が２台減、軽自動車が２台減、給水車が１台増、移動図

書館車が１台減、霊柩車が１台減、３５６ページ、移動書庫が１台減、全国瞬時警報システム受

信機が１台増、防災訓練用ＶＲ火災体験が１台増、サーバが１台減となっております。

３６０ページをお願いします。

３の基金でありますが、（１）財政調整基金は利息と積み立てにより６,８７２万５,０００円

の増で、年度末現在高は５９億５,３３３万８,０００円となっております。

（２）の減債基金は、利息並びに積み立てと取り崩しにより１億８,９８３万円の増で、年度

末現在高は６億５,８３９万２,０００円となっております。

（３）の県収入証紙購入基金は変更ございません。

（４）の奨学資金貸付基金の１,０００円の増は利息で、年度末現在高は１,０００万

４,０００円となっております。

（５）の福祉振興基金の３万２,０００円の増は利息で、年度末現在高は２億８,１１４万

３,０００円となっております。

３６１ページ、（６）の国民健康保険基金は、利息と積み立てにより２５４万７,０００円の

増となっており、年度末現在高は２億４２７万円となっております。

（７）の介護給付費準備基金は、利息並びに積み立てと取り崩しにより１,００７万２,０００円
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の増となっており、年度末現在高は９,２２０万４,０００円となっております。

（８）のまち・ひと・しごと創生基金は、利息の積み立てと取り崩しにより７,３８７万

１,０００円の減となっており、年度末現在高は１億９,８８６万３,０００円となっております。

（９）の土地開発基金につきましては、土地の面積が１,２０３.９９平方メートル増加し、合

計面積は８,７４０.８１平方メートルとなり、現金は２,７９８万８,０００円の減で、利息の積

み立てと合わせて決算年度末現在高は２億７,０８３万２,０００円となっております。

３６２ページ、（１０）の中山間ふるさと水と土保全対策基金については増減なく、年度末現

在高は３,１１３万１,０００円となっております。

（１１）の周防大島高等学校通学支援費給付基金につきましては、利息の積み立てと取り崩し

により３４４万７,０００円の減で、決算年度末現在高は２,９９７万２,０００円となっており

ます。

（１２）のちびっ子医療費助成事業基金は、利息並びに積み立てと取り崩しにより４,３４８万

５,０００円の増で、年度末現在高は９,２２５万２,０００円となっております。

（１３）の観光振興事業助成基金は、利息の積み立てと取り崩しにより１,３０５万５,０００円

の減で、年度末現在高は４,２８４万４,０００円となっております。

（１４）の福祉医療費一部負担金助成事業基金は、利息並びに積み立てと取り崩しにより

２,７９３万１,０００円の増で、年度末現在高は６,３５２万円となっております。

３６３ページ、（１５）のふるさと応援基金は、利息並びに積み立てと取り崩しにより

３,６９６万７,０００円の増で、年度末現在高は６,９５２万３,０００円となっております。

（１６）のＣＡＴＶ加入促進事業基金は、利息の積み立てと取り崩しにより１４７万４,０００円

の減で、年度末現在高は２,３５０万６,０００円となっております。

（１７）の外国語活動推進事業基金につきましては、利息並びに積み立てと取り崩しにより

８３１万１,０００円の増で、年度末現在高は３,９９９万１,０００円となっております。

（１８）の医療確保対策事業基金につきましては、利息並びに同額の積み立てと取り崩しによ

り８,０００円の増で、決算年度末現在高は２,４００万８,０００円となっております。

（１９）の合併地域振興基金につきましては、新たに基金を積み立て、決算年度末現在高は

５億円となっております。

以上で、認定第１号平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定

第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を

終わります。

なお、決算付属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げます。（発言する者あり）
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公有財産の建物を私が説明いたしましたが、木造の関係ですが、合計で１８１.１９平方メー

トルの減と申しましたが、１８１.９１平方メートルの減でございます。失礼いたしました。

○議長（荒川 政義君） 続いて、補足説明を求めます。豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 認定第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算の

認定について、補足説明いたします。

お手元の別冊、平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算書類の３ページ、水道事業決算

報告書をお開き願います。

まず、収益的収入及び支出の決算額でございますが、収入合計８億７,２８９万９９３円に対

しまして、支出合計８億２,９７７万１,２１０円となりました。

次に、資本的収入及び支出の決算額ですが、収入合計２,９７６万５,０５１円に対しまして、

支出合計１億９,１９１万５,４１０円となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億６,２１５万３５９円は、消費税

及び地方消費税資本的収支調整額５６万９,６８６円、過年度分損益勘定留保資金５,６９０万

１,９５４円及び当年度分損益勘定留保資金１億４６７万８,７１９円で補填しました。

次に、財務諸表について御説明申し上げます。

まず、５ページの損益計算書について御説明申し上げます。これは、平成３０年度の経営成績

をあらわすものでございますが、営業収支では４億１,８９８万４,２０２円の損失となり、営業

外収支では４億６,７４４万４,４３８円の利益で、特別損失５９０万８,８０８円を減じた当年

度純利益は４,２５５万１,４２８円となりました。

次に、７ページの剰余金計算書について御説明申し上げます。

前年度の繰越欠損金が６９４万４,５０１円ございましたので、当年度純利益４,２５５万

１,４２８円から減じ、利益剰余金の当年度末残高は３,５６０万６,９２７円となりました。

次に、９ページの剰余金処分計算書でございますが、剰余金の処分はございません。

それから、１１ページの貸借対照表について御説明申し上げます。これは、平成３１年３月

３１日時点の財政状況を示しております。

１１ページ最下段の資産合計は４６億５,１９８万５,４２３円で、１２ページにございます負

債合計は３１億８,２７３万６６９円、１３ページの資本合計は１４億６,９２５万４,７５４円

であります。

以上、概略を御説明申し上げましたが、１５ページ以降に事業報告書、決算に関する説明書に

おける注記、キャッシュ・フロー計算書、収益・費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書

を添付しております。

平成３０年度は、同年１０月２２日に発生した外国船舶の大島大橋衝突事故で、柳井地域広域
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水道企業団の送水管損傷事故による広域断水対応費用を特別損失として計上しました。あわせて、

断水期間中の水道料金が収入として計上できないこと等に対応するため、一般会計からの繰入金

を増額することにより損失補填を行い、当年度末未処分利益剰余金は３,５６０万６,９２７円と

なりました。

引き続き、未収金の抑制と効率的な事業運営による経営改革を行うとともに、安定的な給水に

努めてまいりたいと思います。

以上で、認定第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算の認定についての補足説

明を終わります。

なお、本決算書は監査委員の審査に付して、その意見書を別冊として添付しておりますので、

何とぞ慎重なる御審議の上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 認定１１号の前、暫時ちょっと休憩します。

午前11時25分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時29分再開

○議長（荒川 政義君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決

算の認定について、補足説明を申し上げます。

お手元の平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決算書類の１ページ目の決算報告書をお

開きください。

まず、収益的収入及び支出の決算額でありますが、下から４行目の病院事業局事業収益合計の

欄をご覧ください。右から３列目ですが、収入合計が４８億７,６７９万７,９７５円に対しまし

て、２ページ目ですが、やはり下から５列目の病院事業局事業費用会計合計の右から４列目です

が、支出合計５４億６８万９,０２３円の決算となりました。

次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、やはり下から４行目の病院事業

局資本的収入合計の右から３列目をお願いします。収入合計が１１億３,７７２万円に対しまし

て、４ページの支出合計は９億７,２１９万９,１５０円の決算となりました。

次に、財務諸表について御説明を申し上げます。

まず、７ページの損益計算書について御説明申し上げます。これは、平成３０年度の経営状況

をあらわすものでございますが、医業収支では１６億７,３３２万３,３７５円の医業損失となり、

医業外収支では１１億３,０６３万７,３５０円の医業外利益となり、特別利益８６６万

８,４２０円、特別損失５,７３７万５,５６３円を合わせた当年度純利益は、５億９,１３９万
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３,１６８円の赤字となりました。

なお、現金支出を伴わない費用であります減価償却費５億１,５５３万１,８１５円、資産減耗

費８３８万６,０８６円を合わせた５億２,３９１万７,９０１円を除きますと、６,７４７万

５,２６７円の赤字となります。

次に、９ページの剰余金計算書でありますが、未処分利益剰余金につきましては、３０年度欠

損金５億９,１３９万３,１６８円を計上し、利益剰余金の年度末残高がマイナス２１億

８,６００万６,４１０円となりました。

次に、１１ページの欠損金処理計算書につきましては処分はありません。

次に、１３ページの貸借対照表について御説明を申し上げます。これは、平成３１年３月

３１日時点の財政状況をあらわしており、１４ページの資産合計は１５３億１,６４４万

３,８２４円、１５ページの負債合計は１１８億２,８８１万２,４０４円、１６ページの資本合

計は３４億８,７６３万１,４２０円でございます。

以上、概略を御説明申し上げましたが、付属資料といたしまして、１８ページ以降に事業報告

書、キャッシュ・フロー計算書、収益・費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、注記を添

付しております。

平成３０年度決算は平成２９年度と比べ、収益は外来収益が減少したものの、入院収益の増加、

医療確保対策事業に対する交付金による他会計繰入金の増加があり、１億３１２万６,３１０円

の増収となりました。

費用は、職員減少等による給与費の減、患者数減少による材料費の減等により１億８２１万

８,１７６円の減少となり、収支は５億９,１３９万３,１６８円の赤字となりましたが、平成

２９年度から２億１,１３４万４,４８６円改善しました。

平成３０年度は、大島病院において地域包括ケア病床導入等、病床機能の一部転換・強化、東

和病院では西棟改修時減少していた患者数の回復、手術件数の増加等により入院収益が大きく増

加しました。

また、費用の面では、平成３１年１月１日の定期昇給を１年延伸し、山口県人事委員会の勧告

を見送ることにより給与費増加の抑制を図っております。

しかし、平成３０年１０月に発生した大島大橋への貨物船衝突事故により、給水活動に係る人

件費の発生等で、合計８６４万５,４０８円の損害額が生じました。

介護老人保健施設２施設につきましては、交付税措置がないため、入所稼働率が８０％台後半

から９０％台を推移している状況ですが、平成１６年度以降、厳しい経営状況が続いております。

大島看護学校は学生数増加による収入の増加や、修繕費等、費用の減少により８年ぶりに黒字

転換となりました。
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現在、議会において病院事業改革等特別委員会が設置され、周防大島町の医療を存続させるた

めの改革について協議を重ねておりますが、今後も引き続き経営改善に全力を挙げ、地域住民に

親しまれ、愛され、信頼される組織になるよう職員一丸となって努めてまいりたいと思います。

以上で、認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決算の認定についての補足

説明を終わります。

なお、本決算書は監査委員の審査に付して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審

議の上、御認定を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

なお、議員各位にお願いではございますが、認定案件については、後ほど所管委員会への付託

審査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大

綱的な質疑を行っていただきたいと思います。

認定第１号平成３０年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。

一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入と歳出を分けて質疑を行います。

まず、歳入について質疑を行います。なお、財産に関する質疑もここでお願いをいたします。

質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 歳入というか、全般的な質問をしてよろしいでしょうか。全般的

なことについて。

今回の決算は、先ほども非常に厳しいという決算だったという御報告もありましたけど、改め

て、町としてこの決算をどういうふうに総括されて、それで今後、今年度も含めて、今後の行財

政運営にどのように具体的に反映させていくつもりなのか、その辺の意向というか方針というの

が、簡単で結構ですのでお聞かせいただきたいと思います。

それと、ちょっと具体的にお尋ねをするんですが、そういう行財政改革の中で、今回、土地と

建物が増えているという結果がありますけど、この公有財産とか公共施設も含めて、これについ

て今後どのような運用方針を持っているのか、その辺も具体的な話として御答弁をお願いしたい

と思います。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 田中議員の質疑についてお答えをしたいと思いますが、事前にちょっと、

こういう決算について、町としての総括はどうなのかという通告もいただいておりまして、また

２番目として、今後の財政運営に今回の決算をどのように反映させていくつもりなのかというこ

と、３番目には、今後の取り組みへの思いを聞かせてほしいということでございましたので、ち

ょっと整理しておりますので、お答えをしたいと思います。
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平成３０年度の決算の総括でありますが、７月豪雨と大島大橋の事故によりまして、決算規模

を大変大きく増大させたというふうに思っております。単年度収支もさらに言えば、実質単年度

収支までも大幅なマイナスという大変厳しい決算であります。実質収支は２億１,５００万円の

黒字でありましたが、単年度収支は３億５,７００万円のマイナスということでございまして、

単年度収支のマイナスというのは、２９年度の実質収支が５億７,２００万円の黒字ということ

でございまして、大変大きな額でございましたので、それによるというもので、大きかったこと

によるものでございまして、常にこの単年度収支は黒字が続けば良いというものではないという

ような言われ方もいたしておるとこでございます。

そうではありますが、実は実質単年度収支がマイナスになりましたという、その次ですね、単

年度収支にさらに実際の収支までマイナスになりましたということにつきましては、私が町長に

なって初めてのことでございます。それも額にして４億５,１００万円という大変大幅なマイナ

スであります。

私の反省といたしましては、７月豪雨災害を少し軽く見過ぎていた感じがあるというふうにも

思っているとこでございます。と申しますのは、７月の豪雨災害が発生してすぐに、総額幾らの

災害復旧費が必要だということはまだ把握できていない時期ではありましたが、昨年の９月の定

例議会で補正予算を出したわけでございますが、このときはまだ、７月豪雨災害の全体像が見え

ていないということもございました。それで、９月補正で２９年度の繰越金５億７,２００万円

の２分の１、２億８,７００万円を全て減債基金に積み立てるということをしたわけでございま

すが、これが例年どおり財政調整基金に積み立てていたらなという反省もございます。しかしな

がら、財政調整基金もある程度、総額が積み増してきておりましたので、減債基金に積み立てた

わけでございますが、しかしながら、災害があった後のことでございましたので、もう少し慎重

に行うべきだったんではないかなというふうに反省をしているとこでございます。

もし、この２億８,７００万円を財調に積み立てておれば、実質の単年度収支は１億６,０００万

円余りのマイナスであったというふうに思っているところでございますが、さらにその後、災害

復旧費は何と４億円にも上り、さらに１０月には追い打ちをかけるように大島大橋の事故があり

まして、関連の支出が２億円以上ということになりまして、実質単年度収支が４億５,１００万

円ものマイナスとなったいうことは、大変、財政運営上からしても、それが予測はできなかった

ものではあるというふうに思いますが、災害復旧は既に起こっておったという状況もありました

ので、財政運営上は残念であったなというふうに反省をしているところでございます。

しかしながら、財政調整基金と減債基金、そしてその他の特定目的基金の合計で見ております

と、６億２,２００万円の基金の積み増しを行っておるわけでございまして、財調も含めた基金

全体では増加をしておりまして、実質単年度収支のマイナス４億５,１００万円は、その積み立
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ての範囲内、要するに４億５,１００万円マイナスですが、他の基金を含めた基金には６億

２,２００万円を積み立てておるということでありますので、その範囲内におさまっている状況

であるというのが救いであるというふうに思っているとこでございまして、何とか財政的には対

応できているんではないかというふうに思っております。

自然災害をはじめ、何が起こるかわからないという時代であります。財政調整基金をはじめ、

基金の重要さを思い知らされた決算となっておるところでございます。

２番目の、今後の行財政運営の、今回の決算をどのように反映させるかという御質疑でござい

ますが、今後の財政運営はより慎重にならなければならないというふうに考えております。財調

をはじめ基金残高が多いんではないかという声もちょくちょく耳にするわけでございますが、地

方交付税の今後の見通しは、合併算定替が間もなく終了します。そして、平成２７年の国勢調査

人口が大幅に減少しておりますし、また、来年度国勢調査が行われますが、ここでも大きな人口

減少が見込まれておるわけでございまして、そういたしますと、さらに大幅な地方交付税の減額

が予測・試算もされているところでございます。

私は町長に就任して約１１年になるんですが、１０年前、ちょうど１０年、１０年ですから、

比較すると、１０年前の標準財政規模は１００億円を少し上回っておるという状況でございまし

た。それが今現在は既に９０億円を割り込もうかというとこになっているということでございま

すが、それにもかかわらず、令和元年度の当初予算では、まだ１４３億円という大きな当初予算

になっておるわけでございます。

以前からずっとその言葉は職員間でも言っておるんですが、まず予算総額を１２０億円ぐらい

に持っていきたい、それを目標にしたいと、それをすべきだというふうにずっと言っておるんで

すが、なかなか総額が減額できない状況にある。そう言えば、もっと取り組みを厳格にしていけ

ばいいじゃないかというふうにお叱りを受けるかと思いますが、いずれにいたしましても、標準

財政規模にさらに近づけるべきというふうに感じておるわけでございます。

標準財政規模は荒っぽく言いますと基準財政収入額、特に言えば町税ですが、基準財政収入額

と地方交付税を足したものが、約、標準財政規模になっておるわけですから、まさにこの２つは

周防大島町の歳入の一番の柱でございます。それに歳入を近づけるべきだというのは、至極当然

のことであります。そういたしますと、これはこれからの来年度の予算編成になりますが、ぜひ

ともそういう形のことをやっていくということが、今回の決算で学んだことを行財政運営に反映

させるという意味では、ぜひともそのことを取り組んでいきたいというふうに思っているとこで

ございます。

３番目に、今後の取り組みへの思いということでございました。何といいましても、やはり行

財政改革をもっともっとどんどん進めていかなければならないという、これは既に以前から申し
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上げているところでございますが、当然のことながら、それしかないというふうにも思っている

とこでございます。

義務的経費であります人件費は、１０年前は総額２６億８,０００万円でございました。今年

度は、これ当初予算なんですが、今年度は１７億７,６００万円ですから、相当人件費は減額さ

れております。

扶助費は平成２０年度、１１億４,２００万円でございましたが、今現在は１７億７,５００万

円となっております。これは、生活保護を周防大島町が福祉事務所を設置するということになり

まして、県からこちらに持ってきたということが増額の要因であろうというふうに思っていると

こでございます。

公債費は、これ借金の、起債の償還額ですが、平成２０年に単年度で２８億９００万円公債費

返済しておったわけですが、今現在は１８億８,６００万円ということでございますので、これ

は相当な効果が出ておるというふうに思っております。この公債費と起債残高は当然連動するわ

けでございますが、平成２０年の起債残高は２３６億２,０００万円でございましたが、今現在

が１６４億５,０００万円ということでございます。ここも起債の残高から見れば、相当進んで

おりますが、しかしながら、その１６４億円という額自体が相当大きなもんでありますので、当

然ながら第一の目標とすれば、予算総額以内におさめると。いうなれば、１４０億円以内におさ

めるということを早くやらなければならないというふうに思っておるとこでございます。

また、当然基金のことを申し上げておかなければならないと思いますが、平成２０年の基金総

額が２３億円でございましたが、今現在は、いろいろな基金を総額いたしますと８４億円余りと

いうことでありますので、ここも基金は相当積み上がっておるということではあります。しかし

ながら、こういう数字を並べてみると、ある程度進んでおるんではないかということであります

が、しかしながら、実際の予算決算は大変厳しいものになっております。

今後の取り組み、要するにどういう思いかということでございましたので申し上げますと、や

はり定員適正化計画をもっと厳格にやっていかなければならない。定員適正化計画を当然持って

それに向かってずっとやっておりまして、定員適正化計画は順調に職員数、人件費の減額も行っ

ておるわけでございますが、これがさらにやらなければならない。定員適正化計画をもっとハー

ドにやるといいますか、上振れしていくということが必要であろうと思っているとこでございま

す。いつも申し上げておりますが、２４０名の職員数というのは非常に多い数字だというふうに

考えております。

また、物件費がどんどん伸びてきております。これは一面仕方ないというとこもあるんですが、

しかしながら、これもなかなか抑制がきかない状況にあります。ぜひともこの物件費の抑制につ

いても、本当に真摯に取り組んでいかなければならないということでございます。
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もう一点は、４町が合併して１５年になりますが、４町が合併したわけでありますので、たく

さんの公共施設があります。要らないものは一点もないわけでありますが。しかしながら、利用

度が低迷しておるとか、費用対効果に疑問が持たれるという施設もたくさん出ております。この

ことに画一的にこれを削減するということはできないと思いますが、公共施設の見直しというの

は本当に徹底的にやっていかなければならないというふうに思っておるところでございます。

やる、やらんというのは別にしまして、一例を申し上げますと、１町の中に温浴施設が３つも

ある。本当にそれがいいことなのかということですね。例えば博物館、資料館的なものにつきま

しても、類似的なもの、中身は全然違いますから、全部が同じとは言いませんが、しかしながら、

あることは事実でございまして、たくさんのそういう資料館、博物館的な施設があります。

それとか、まだまだ考えてみれば、指定管理施設というのはまさに公の施設で、公共施設なん

ですが、この指定管理施設は大変重要なものがたくさんあります。しかしながら、道の駅以外は

全て、多額な指定管理料を指定管理者にお支払いをして、公の施設を運営していただいておると

いうことであります。これは公の施設の中は画一的ではありませんので、いろいろ収支が伴わな

くてもやらなければならないものも当然あります。しかしながら、実際にそういう言い方をして

おれば、いつまでたっても、ここは指定管理料を出し続けていくのかということにもなるわけで

ございまして、これも議会、そして住民の皆様方と一緒になって、本当の検証をし、そして永続

的に町の財政運営ができるという形をつくるためには、ある程度仕方ない改革になるのではない

かというふうに思っております。

もう一つは、皆さん方からもそういうことを言うと、いやいや、もっと効率的に運営してはど

うかということがあると思います。まさにそれもあると思っております。それも当然、いろいろ

なたくさんの指定管理者がおりますが、指定管理者とも相談しながら、何とか指定管理料を出さ

なくてもいいような運営であれば、これはあとは大規模修繕だけを町がやるということになれば、

それはそれで十分目的を達するんだと思いますので。しかしながら、ずっと多額な指定管理料を

出し続けるというようなもの、なかなか今後難しくなるというふうに思っております。

議会と一緒になって、これらの行革をぜひとも徹底的に進めていかなければ、今回のような大

幅な厳しい決算がこれからも続くということになれば、ある程度の基金があったとしても、あっ

という間に大変な状況になるんではないかというふうに大変大きな危機感を持っているとこであ

りますので、議会の皆さん方とも、ぜひとも協働・協力しながら、ともに永続性のある財政運営

ができるような方法というのをとっていきたいと思いますので、御協力いただきますようにお願

いいたしまして、答弁とさせていただきます。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 田中議員さんの、２つ目の土地と建物が増加していると。公有財産、
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公共施設についてどのような運用方針を持っているのかという御質問でございます。町有地等の

活用が優先とはなりますけれども、当然行政運営上必要となる土地や建物につきましては、取得

をしていくことになると思っております。

また、町が未利用の財産につきましては、積極的な民間への売却、貸し付けによる有効活用に

取り組むという基本方針は、そういうスタンスでおるところでございます。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午前11時59分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑の続きを行いたいと思います。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 大変御丁寧な御答弁ありがとうございました。

ちょっとその問題認識というか、そこは共有できるところだと思うんですが。

私がお聞きしたのは、ちょっと具体的にお話をしますが、監査委員の審査意見書というのが出

ておりまして、私も全部読まさせていただきました。ことしに限ったことではございませんが、

大変中身が濃い、これをもっと町内全戸配布してもいいんじゃないかぐらい思っておるんですが。

本当、非常に厳しくもあり、有意義なというんですか、核心をついた意見が書かれていると思い

ます。

この中に、行財政改革について、かけ声だけじゃなくて、実際に何をするのか、それができて

いないと、残念ながら。現場ではそういう具体的な目標すら定めていないと、そういうことじゃ

何も改革は進まないよというふうにされているんですが、そこを、それでこのままああそうです

かというんじゃ意味がありませんので、そこを今後の行財政運営にどういうふうに反映していく

のか、その意見を受けてどういうふうに具体的に実態としてどういう、一気に全部はできないで

しょうけど、具体的にどこから手をつけてどういうふうな改革をしていくのか、そこを聞かせて

ほしかったなと思うんですが、もう一度、その辺を踏まえて御答弁をいただきたいのと。

公共施設、公有財産については、これはもう合併以降ずっと言われてきたことで、これも本当

必要性はいつもうたわれるんですけど、なかなか実際に、じゃあ３つある施設をいきなり１つに

するとかゼロにするとかじゃなくて、まずは３つある施設を２つにしましょうとか、そういう具

体的に実態のある改革をしていく必要があるんじゃないか。全体としては、やっぱりこういう財

政状況でもあるし、周防大島町の規模から考えても大きな方針としては、公有財産、公共施設に

ついてはスリム化していく方針であるべきでないか。そのために、どっかで大なたを振るわなき

ゃいけないというときがもう既に来ていると。それは前から、合併後すぐに取り組むべきことだ
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ったとは思いますが、その辺も含めてもう一度御答弁をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 今後の行財政運営にどう反映させていくのかとか、今後の取り組みへの

思いということでありましたので、ちょっと、若干、議員さんの質疑と違ったということもあっ

たかと思いますが。

今の御発言では、監査委員さんの非常に厳しくも適切なると申し上げましたが、厳しくも適切

なる監査報告が出ており、また、それについて私も分析させていただきましたが、非常に明確に

よくわかるように、きちんと、あらゆる角度から、先ほど申し上げたんですが、今回の決算を表

からも裏からも斜めからも、そして横からも縦からも全部を分析していただいて、非常にあらゆ

る角度から分析をいただいて、そして厳しく報告をいただいているところでございます。その中

で、特に行革の徹底という項目もございます。

それで、今、田中議員さんの御質問でございますが、ここにも出ておりますが、例えば行革の

目標がないんではないかということでございますが、監査委員さんに反論するわけじゃないんで

すが、要するに定員適正化計画もずっと持っておりまして、当然、定員適正化計画の見直しもや

っております。そして、定員適正化計画の達成度というのも出しております。そして、それがま

だ生ぬるいというようなことも、当然それもあるんではないかと思いますが、しかしながら、そ

の現実的な対応として定員の適正化計画を立て、それの達成をまず目指していっておるというと

ころでございます。

しかしながら、今現在の約二百四十数名の職員数がどうなんかというふうに言われましたら、

確かに行政サービスをやるときに余剰だとは全く感じておりませんが、しかしながら、他の類似

団体と比べると、いかにも多い状況にあるということは紛れもない事実でございます。そういた

しますと、行政改革の中の大きな柱であります職員数の削減ということについて、目標がという

ことになりますと、やはり定員適正化計画の見直し、そして、要するに今と全く同じ、このまま

で職員数だけを削減するというのは非常に難しい状況にあると思いますので、そこら辺の定員適

正化計画の大幅な見直しとか、計画のつくり直しというようなことが必要なのではないかと感じ

ておるわけでございます。

もう一つは、先ほども申し上げましたが、やっぱり一般財源が限られておるわけですから、予

算の総額を落とせば全部それで済むというわけじゃないんですが、当然ながら、まず第一に取り

組むべきは予算総額の抑制であろうというふうに思っております。そして、それらを含めた全体

の監査委員さんからの御指摘は、これらの目標に沿って各部署が対応しやり遂げるべきであるが、

その明確な目標がまだ設定されていないではないかという御指摘でございます。

これから、この監査委員さんの報告を真摯に受けとめて、もっともっと行革に取り組んでいか
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なければならないというふうに思っているところでございます。

もう一点ありました、公共施設の統廃合ということなんですが、当然ながら公共施設等の総合

管理計画というのも作成されております。公共施設の総面積をまず削減しようという計画でござ

いまして、さらに言えば、公共施設の管理運営に関するコストを削減していこうということも出

ております。これらは明確かどうかは別にして、明確に数字として出ておるわけですから取り組

まなければならないと思います。

荒っぽくいかなければならない分野と、やはり利用者そして町民の皆さん方と合意を得ながら

やっていかなければならないということもあるわけでございます。まさに、この公共施設が相当

水ぶくれ的になっておるんではないかということは私も感じておるところでございます。それが、

先ほども言いましたが、経費がかからないのであればいいんですが、経費がどんどんかかる、さ

らに言えば費用対効果が出ていないということもたくさんあるわけですから、それらも含めて、

公共施設の管理計画に沿った行革に、さらに取り組んでいかなければならないという思いを新た

にしているところでございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） この監査報告書、意見書の中で、私は現場の実態がどうなのかと

いうのはわかりませんけど、やっぱり日ごろからの予算の出し方、組み方とかそういうのも見て

も、やっぱりそういうのが、まさにこのとおりじゃないかなと思って感じているところでありま

す。

もう一回言いますけど、行財政改革に取り組まなきゃいけないという思いは当然お持ちなんで

しょうけど、実際に、一遍にはいきません。それで、議論も必要です。だけど、その議論をする

にしても、実効性のあるというか実態の見える形で行財政改革への議論をしていかなきゃいけな

い。ことし何をするのか、来年何をするのか、そして将来的に何をするのか、どこを目指すのか

というところを明確にして、この意見書によると、現場での目標すら定められていないというよ

うなことでは、このとおり、やっぱりかけ声だけで終わってしまう。

そうではいけないから、具体的に、例えば今年度どのようなことを行財政改革としての実態と

してあらわすおつもりなのか、その辺を、やっぱり細かい話だろうと思うんです。経営というの

は大枠も必要ですけど、やっぱり、要するに１円１円それをどう積み上げていくか、積み重ねて

いくか、細かい改革をどうやって全体の改革につなげていくかというところが肝心なんで、細か

い話をしていかないとなかなかそこは、かけ声だけでは目に見える改革につながっていかないと

いうのも当然の話なんで、そこら辺をまずはどういう体制で取り組んで行くかという、せめてそ

こらについての具体的な方策というか、お考えをお聞かせいただきたいなと、最後に質問いたし

ます。
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○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） ここで個々個別に申し上げることはなかなか難しいと思うんですが、さ

らに大きな枠でという話でございましたので、申し上げますと、当然のことながら、まず人件費

総額の抑制、削減ということがあると思います。ですから、何人どこをというような具体的なこ

とは、それぞれの定員適正化計画の中でからいろいろ議論しなければならないし、それも計画を

持ちながらやっておるわけですが、もう一つ上の大きな話で言えば、平成２０年に２６億

８,０００万円だったものが、今現在は１７億円になっておるんですが、その１７億円の人件費

総額がどうなんかということがまずあると思います。

次に申し上げますと、公債費も起債残高が２３６億円、１０年前から、今現在１６４億円に下

がっておりますが、しかしながら、さっきも言いましたように、１６４億円の起債残高、総額が

ずっと大きいということなんです。ですから、これを下げる方法、これを下げなければならない

んですが、下げる方法と言えば、黙っとっても公債費で借金の戻しは返しては返していかんにゃ

いけんわけですが、発行数を減らせば当然ながらどんどん減ってくる、総額は減ってきます。そ

ういうことを考えておりまして、そうしますと公債費が平成２０年の当初では２８億円だったも

のが今現在は１８億円ですから、相当効果は出ておると思います。しかしながら、それがまだ、

じゃからそれでいいじゃないかとかということは全く思っていないわけでして、起債の発行額を

抑制し、当然ながら公債費である償還は続くわけですから、それをやればおのずと起債残高は減

ってくる、さらに言えば公債費は減ってくるというふうに思っております。財政的な分野からで

すが、それをぜひともやっていかなければならない。

もう一つは、公共施設のお話でございますが、皆さん方みんな感じてはおることだと思うんで

す。先ほど言いましたように、すごく類似施設がたくさんあります。それが、類似施設はあった

ほうがむしろ利便性は高いし、距離的にも近くなるし、それはいいに決まっておるんですが、し

かしながら、実際にそれがきちんと維持管理できるのかということになりますと、やっぱりそれ

はどんどん厳しさを増してきておるし、人口だって１万７,０００人ということになると、実際

に利用率が落ちるというのも無理からぬことだと思うわけでございます。

ですから、計画はつくったとしても、実行に移すまでには、やっぱり公表もし、そして議論も

し、そして皆さん方と合意を得ながら進めていくということになりますと、どうしても時間がか

かりますが、そんな悠長なことが言っておれないという状況も迫っているということもよく理解

をしておるつもりでございますので、これから、監査委員さんの、皆さん方の思いも十分酌み取

っていきながら、行革に真摯に、もっと確実な推進ができるよう取り組んでまいりたいと思いま

す。

○議長（荒川 政義君） ほかにありませんか。砂田議員。
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○議員（４番 砂田 雅一君） まず、町営住宅の管理のことで伺いたいんですが、平成３０年

２月２３日付で、国土交通省住宅総合整備課長の名前で公営住宅の管理について４点について通

知がされています。

第１は、保証人の確保が困難な公営住宅の入居希望者への対応について、それから２番目に、

緊急に住居を確保する必要がある低額所得者への対応について、３つ目に、家賃滞納者に対する

的確な対応の支援について、４つ目は、高額所得者等に対する的確な対応についてということで、

それぞれ中にこういうことをやりましょうということが書いてあります。

私がきょう伺いたいのは、この中の特に１から３までです。保証人の確保が必ずしも必要では

ないと、あるいは家賃滞納者に対する対応についてももっと親身に対応しなさいというような、

そういうものが書いてあるわけですが、これが、平成３０年２月に出さているので、３０年度中

にどういうふうにこの通知に基づいて、町営住宅の入居方法あるいはその審査、管理が改善され

たのか、または変更点があればどういうところが変更されたのか。例えば保証人が要らない場合

はこういうふうにしますというような、そういうものが決められたのかどうか、伺います。

それから、２番目には人口定住の問題ですが、これは簡単に言うと、成果説明書の３１ページ

には、定住促進協議会の移住相談を得て移住した人の人数というのが書いてあって、３０年度は

移住者数が１５人、相談件数が３９９人というふうにあります。これ以外に、例えば農業なんか

でも新規農業者を募るということで、農業をするために大島に移住してくるとか、この成果説明

の１５人以外に、町の事業によって大島に定住をしてきた人があれば、その人数をそれぞれの事

業の関係でお伺いをいたします。

同じく３１ページの平成２４年からずっと定住した人数が累積、合計が書いてありますが、

２４年から３０年まで定住者数が１８９人というふうになっています。私が今言ったほかの事業

でもしこれにプラスアルファがあれば、１８９人に幾らのプラスアルファがあるのか、お伺いを

したいんですが、その中で、今もその人数がそのまま大島に住み続けている人の人数がもしわか

れば、伺います。これ、事前に伺ったら多分わからないということだったので、ちょっとそこも

答弁していただきたいんですが、これが本当はわからないと、この事業の行政効果というものが

つぶさにはならないと思うんです。

だけど、この人数でいきますと、２４年から３０年までの１８９人のうち何人かは出ていった、

転出していったということは把握されているということでした。問題はなぜ、せっかく大島に住

もうと決意しながら、やっぱりだめだということで転出せざるを得なかったのか、その理由を私

たちとしては謙虚に受けとめて、住みにくい状況があるとしたらその状況を関心を持っていくと

いうことも必要だと思います。そこで、伺います。転出した理由、おそらくマイナス評価が出て

くるんじゃないかと思いますが、そういう理由については、例えばどのようなことを伺っている



- 45 -

のか、わかる範囲でお教え願います。

それから、３つ目は、毎年聞いていますがイノシシのことを伺います。これも、成果表では

１９８ページにありますが、平成３０年は平成２１年からずっと統計があって、もう最高の捕獲

頭数、２,２５２頭ということになって、この数字そのものは大変頑張っていただいた成果とし

て評価させていただきたいと思いますが、問題は、どうして増えたのか。イノシシの頭数、個体

数そのものが増えているのか、あるいは捕る人たち、捕獲する人たちが増えたのか、捕獲する技

術が上がったのか。なぜ、２１年からずっと捕獲数が上がっている中で２,２５２頭、最高の捕

獲数になったと把握しておられるのか、その辺をお伺いいたします。

そして、もう一つの問題は被害額です。イノシシによる被害額、これがどういうふうに推移し

ているのか、増えているのか、減っているのか、横ばいなのか。把握していれば、イノシシによ

る被害額についてお教えください。

それから、これはなかなか難しいというのは承知の上ですが、イノシシの個体数が何か調査が

されているのかどうか、その推移が数字としてあらわれているのかどうか、その辺もあわせてお

伺いします。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 砂田議員さんからの御質問の、１点目の公営住宅管理の適正な

執行についてということでございます。

議員さんおっしゃられた国土交通省の発文につきましては、総務省の公的住宅の行政評価・監

視に関する勧告を国土交通省が受けて、各都道府県の住宅主務部長宛てに出した通知でございま

す。御質問の内容について、制度的にどう改善したのかというところについては、端的に申し上

げますと、特に大きい改善というのは行っておりません。

ただ、保証人の確保が困難な入居希望者の方については、条例上２人保証人を入居の請書の、

要は手続きのときに保証人２人を確保してくださいということが条例に定めておりますけれども、

入居決定から１０日以内に手続きをしてくださいというのも同じく条例にうたっております関係

で、期限内に２名の確保が困難な場合は延期申請という手続きをとっていただいて、保証人２名

の確保にもっと時間的な余裕を設けるというか、そういうような対応で入居希望者の方にお願い

をしております。

２名要るのかという議論もおありだとは思いますが、今後に向けてというところにはなってき

ますけれども、保証人を定めない場合に、緊急時の連絡先であるとか、家賃滞納された場合にど

ういう形で請求をするのかというような課題も同時に起こってまいりますので、今の段階で保証

人を全く設けないというところはちょっと考えにくいのかなというふうに思います。

それから、２点目の緊急に住居を確保する必要がある低額所得者への対応ということでござい
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ますが、例えば福祉部門にそういう御相談をされた入居希望者の方がおられたとして、福祉部門

から相談があれば随時対応しておるような状況です。具体的にというか、例えば自然災害である

とか、火災で御自宅を失ったというか、住めない状態になった場合に、早期の入居を受け入れた

というような過去の例はございます。

それから、３点目、家賃滞納者に対する的確な対応及び支援についてということですが、入居

者の収入等については毎年申告によって住宅所管課で把握するようにはしております。収入の少

ない方につきましては、家賃減免も制度上ございますので、家賃減免の手続きをとっていただく

ようにお願いなり、相談を受けたりということをしております。

それから、家賃の納付が滞るような場合につきましては、電話での催告とか、臨戸、直接お訪

ねして相談を受けたり催促をしたりというような形で個別に対応をしております。

概略でございますが、以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 移住相談において、こちらに移住した人間の数１５名、これ以外に

移住者の実績を把握しておるかということでございますけれども、下のほうに書いております島

時々半島ツアーであったり、また島コンであったり、これが実績として移住者が何人何世帯とい

うような書き方をさせてもらっていますけれども、これ以外の、例えば農業の相談であったり、

水産業の相談であったりとか、そこら辺の移住者という数字は、申し訳ないんですが把握してお

りません。

それで、もう一点、移住相談で１５名入られて、トータル１８９名が移住しておるけれども、

これがどれぐらい定着しておるのか、逆に言うと出ていってるんだという質問についてですが、

定住促進協議会としては、こちらへ転入する部分については把握をしておるんですけれども、そ

の方が出られたところについてまでは追求していませんので、そこは把握できておりません。申

し訳ありません。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） まず定住の件ですが、農業関係では１５名、水産関係で現時点

で１７名の定住者がございます。そのうちというか、全体で、そのうち農業をやめた、水産関係

をやめて周防大島町から去ったという方は、現在のところいらっしゃいません。

それと、もう一件のイノシシの関係でございますが、３０年に今までで一番多い２,２５２頭

の捕獲があったということですが、これにつきましては、捕獲は御存じのようにずっとどんどん

増えております。それに伴って、全体の生息数はということでございますが、生息数については

把握しておりません。これは、専門の方に聞かれても、年間に１組のイノシシの夫婦という表現

がいいのか、１組から６頭生まれる。それを３頭捕った。なら、残りは５頭という、そういう調
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査が、人間であれば１対１ですから、大体１人ということで把握できるんですが、そういう関係

で非常に把握は難しい。

捕獲数が増えたのは、現在１１７名の猟友会の方がございます。この方々に今の捕獲あるいは

駆除を依頼して実施しておりますので、猟友会の人間、要は捕獲する人が増えたので捕獲頭数も

増えてきたというのはございます。それと、やはり講習等をずっと実施しておりますので、それ

ぞれの方の捕獲レベルが上がったというのは間違いない事実だと思います。

ただ、この決算書のほう見られると、猟友会会員の数が１１５名というふうになって２人ほど

ちょっと数が合わないかなというのがあるんですが、これは、そちらに載っているのは、要は免

許の更新、新規に取った場合に補助が出る方が載っています。２人は何でかと言うと、第１種狩

猟免許から第３種、第１種、第２種、第３種という狩猟免許があるんですが、第１種と第３種に

ついては、今いう補助規定が町のほうにございます。第２種については補助規定がないので、そ

の２名の方についてはそういう助成金がなかったから、決算書と実際の猟友会の人数が合わない

というのがあります。

以上です。

それと、被害額なんですが、これはあくまでも共済関係の被害で把握しておりますので、それ

が本当に被害額かと言われると困るんですが、平成３０年度で２,８９３万５,０００円、２９年

度は、ちょっと捕獲頭数というか全体的の額も少なかったんですが、１,７５７万１,０００円、

２８年度は、３０年度よりも多くて３,１３４万８,０００円というのが出ております。これは、

あくまでも共済のほうの額ですので、実際はもしかしたら倍あるいは３倍という可能性もあると

思います。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 順番に伺います。

まず、町営住宅についてですが、保証人については、この文書からは公営住宅の入居希望者の

円滑な入居の促進を図る観点からそういうふうにする。そういうふうにというのは、保証人がな

くても入居できるようにするということで、今、部長の答弁の中にも、保証人が見つからない場

合の期限は延ばすということは、やっぱり保証人をつけることが難しい場合が実際にあるという

ふうに理解していいんじゃないかなと思うんですが、期限を延ばさなきゃいけないようなケース

があると、あったというふうに理解していいのかどうか。なかなか首を縦に振らないので、まず

そこから伺います。

それから、２番目の分は、ここでは、私大切だと思うの、２番目というのは、家賃滞納者に対

する的確な対応及び支援についてですが、これも公営住宅に入居する家賃滞納者に対して適切な
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指導や支援を行うということ、そこが観点だというふうにあって、私が重要だと思うのは、この

中に所得が著しく低額または病気等により著しく多額の支出を要する等により家賃負担が著しく

課題となってしまう、やむを得ず家賃を支払えない状況になるような人、そういう人たちという

のはあると思うんです。ケースとして。

そういう場合に、福祉部局とかとも連携をとっておそらくいろんな、生活保護を受ければ家賃

は要らなくなりますが、そういう福祉的な制度との連携をとっていく中で、そういう滞納者に対

しても、払ってないからもうすぐ出ていけという対応ではなくて、家賃減免の適用等の負担軽減

措置を講じていくと、そういう観点が必要だということが、私はこれはとても大事なんじゃない

かなと思うんです。

そうした、いろんなケースがあって、病気になって、もともと家賃が滞納している人がさらに

病気になって、家賃がさらに滞ってしまうというようなケースも、私も経験しましたが、そうい

うケースのときも、やっぱり住居権というものも、もうあなたは滞納何カ月もしているんだから

強制的に執行して出ていってもらうというような、そういうやり方ではないやり方を取ってくれ

と、ほかの部局とも協力をして、というところだと思うんですが、そういうところから、やっぱ

り検討していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

それから、２番目は、農業で１７人がこれにプラスされるということなので、２０６人ですか、

になるわけで、ほかの事業でプラスアルファがあるということで大変結構だと思います。

なかなか、出ていった数はつかめないということでしたが、出ていった場合に、いろんな理由

で出ていくわけでして、それがどういうことになってしまったのか、なぜ大島に定住することに

抵抗を感じてしまったのか、それはやっぱりつかむべきだと思いますが、いろんな話として、役

場として伺っているものも一切ないですか、出ていった人に対して。そういうケースがありなが

ら、出ていったあとはもう知らんよということでは、やっぱり尻切れとんぼといいますか、せっ

かく定住してもらって、その人たちが出ていってもらうときは、もう去る者は追わずということ

になってしまうというのは、行政としてやっぱり残念だと思うんです。出ていった人たちの動向、

気持ち、理由、そういうものは一切聞いたことはないですか。その辺はいかがでしょう。

イノシシですが、捕獲数は増えているけれども、被害額が必ずしも減っているということでは

ないと、今の数字から見ると被害額が減っているとは言えない可能性があるわけで、やはり今後

も年々増えていると。一直線に右肩上がりというわけではないけれども、年々増えている。もち

ろん、２１年から比べればかなり増えているわけですから、それは増えているのは間違いないで

すが、被害額から見れば、必ずしも被害が減っているわけではないと。

しかも、農林課のほうに、私も何度もイノシシの被害を住民から連絡があるたびに農林課にお

願いをしていますが、やはり人家の近くに出没しているケースが、安下庄でも日良居でも増えて
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います。やっぱりなかなか出会っても逃げるケースが、夜なんか私も出会いますけれども、逃げ

るケースのほうが今までは圧倒的に多いので被害には遭っていないわけですが、やはり、安全に

もかかわることでもありますので、被害額と同時に安全の面からも今後もぜひ頭数がさらに増え

る工夫をしていただきたい。

先ほどの部長の答弁では、やはり捕る人が増えたから増えたということと、捕る技術が向上し

ているということからすれば、やはりそういう対策が今後も必要だというふうに思いますが、そ

の点からはいかがでしょう。被害額を減していくというところからどういうふうにしていくのか

を伺います。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 砂田議員さんからの御質問の１点目、保証人について不要では

ないかというお話というか御質問でございます。

先ほどの答弁でも申し上げたように、現行の制度として保証人を２名というところで条例に規

定もございますし、それから、先ほども申し上げましたが、緊急時の連絡先であるとか家賃滞納

された場合の請求先としての保証人の存在というのも事実としてございます。

入居の希望の際に保証人が制度上必要なんだというお話は前もってさせていただいております

し、その中でなかなか保証人が見つからないという声も確かにお聞きはしています。ただ、制度

上というか、お願いしますということで、１名はどうにか見つけられるというようなケースが、

私が聞いている範囲では、少なくても１名は保証人はお見つけいただいているというふうに理解

をしておりますので、今後の課題として保証人の人数であるとか制度の要件緩和、そのあたりは

検討課題として考えたいと思います。

もう一点の家賃滞納者に対する対応についてでございますが、入居した後、途中で病気等の状

況の変化によって家賃の滞納というか支払いが困難になるような場合で、当然というか、御相談

を受ければ、例えば福祉部門への相談なりの御案内は差し上げておりますし、それから一時的に

体調を崩しておられるような場合であれば、納付の猶予というか、そのあたりの御相談はお受け

しておりますので、何が何でも収入がないのにお支払いいただくという機械的なやり方はしてい

るつもりはございません。

ですから、ケース・バイ・ケースで入居者の方の経済事情なり体調というか、そのあたりを含

めての相談をお受けした上で、こういうふうな形でお支払いいただけないかというようなお話を

させていただいております。

○議長（荒川 政義君） 岡本政策企画課長。

○政策企画課長（岡本 義雄君） 砂田議員さんの御質問にお答えいたします。

移住をした方が周防大島町を離れた理由ということでございますが、周防大島町に移住をいた
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だいた全ての方が町内で今も暮らしておられればよいのですが、残念ながら本町をあとにされた

ケースもございます。

その理由についてでございますが、周囲の方の情報によりますと、仕事上の問題だった方、生

活そのものに問題が生じた方があり、個人的な理由だったというふうに認識をしております。

○議長（荒川 政義君） 林産業建設部長。

○産業建設部長（林 輝昭君） 先ほどの駆除についてでございますがイノシシの、人家の近く

に出る場合においては、現在うちが主にやっているのは、くくりわなというワイヤーをかけてや

るわなですので、人間にかかるということがないとは言い切れないとこがございますので、やっ

ぱり安全を考慮した上で、人家の近くにはそういうのはかけらないんですが、現在、箱わなを購

入して、現時点で５０基、３１年度、令和元年度には一応２０基程度の購入を今考えております。

その辺で相談していただければ、設置する箇所があれば箱わなで対応しようというふうに今考え

ております。

それと、やっぱり被害ということになれば、まずは捕ることも重要でしょうけど、あくまでも

個人で防御していただきたいというのがございます。近くに出ると、山の１０頭よりも近くの

１頭というような方向で駆除していくほうが被害額は減せるというふうには聞いておりますので、

まずは個人のそれぞれの財産を守っていただきたい。

また、その相談については、農林課のほうに有害対策の専門の班がございますので、そちらの

ほうに相談していただければというふうに思います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

次に、歳出について質疑はございませんか。ないようでありますので──田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） ちょっと３点ほどお尋ねをいたしますが、成果報告書で２９ペー

ジに広聴活動というんで４０件の提言があったというのがありますが、これがどういう、概要で

結構ですから、どんな提言があったか、それでどんな回答をされたのか、そこを御説明ください。

それと、３８ページに、地域づくり活動支援補助金、この補助金に限ったことではなくて、町

全体の補助金の話でお伺いしますけど、町全体でこういった団体への補助金の総額が幾らあるの

か、何団体に総額で幾ら補助金を出しているか。それで、そのうち町が事務局を担う団体に何団

体幾ら補助金を出しているかというのを御説明ください。

それと、もう一点は、３７１ページの公有財産購入費で駐車場として購入されたと、昨年議決

がありましたけど、これの活用実態について御説明をお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。
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○総務部長（中村 満男君） 広聴活動の４０件の提言の概要ということでございますが、大島大

橋事故に関すること１４件、災害に関すること４件、そのときには船会社の相談、損害賠償とか

給水対策、災害対策への提案がございました。これに対しては現状をお知らせするとともに、今

後対策を検討しますという旨の回答をさせていただいております。

次に、生活に関すること５件、健康について１件、観光に関することで３件の提案がございま

して、中身は街灯、空き家、イノシシ対策、公衆トイレなどで、これを関係機関に要望したいと

いうことでございましたので、要望について対処、検討する旨を回答しております。

また、ふるさと納税に関することが２件、ホームページの件について２件、これは改善できる

ところは検討しますという回答をさせていただいております。

その他、町政関係５件、町議会議員報酬額、離婚における面会、交流移住など関係機関により

決定されるものである旨を回答させていただいております。移住の相談については、苦情であっ

たものですから、おわびの返信をさせていただいております。

また、職員や庁舎に関する提言については、送信者が不明でございますので、これは回答いた

しておりません。

それとほかに、昨年の夏ですか子供が行方不明になった事件、これに対する提言、どういうふ

うに探したらいいよとかいう提言ではあったんですが、そういう提言が４件ございました。これ

は無事保護されたことと、お礼の回答をさせていただいております。

こうした提言の内容等につきましては、提言と回答につきましては、２９年度からホームペー

ジのほうに公表しておるところでございます。

それと次に、補助金の総額というところでございますが、これは誠に申しわけありません、数

字を確実につかんでおらなかったんで、聞き取りという形で集計をさせていただきました。それ

で町全体で各種団体への補助金の件数は５２６件で金額は約２億８,９００万円、そのうち町が

事務局になっている件数は３０件で、金額は約３,５００万円ということでございます。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） ３７１ページの山口大島農業協同組合から購入いたしました公有財

産購入費における駐車場としての活用実態についてでございますが、西側の約半面は本年７月

７日に実施しました郡陸上競技大会において駐車場として利用しました。

また、来年２月２日の実施予定のサザン・セト大島ロードレース大会では、駐車場として全体

を利用する予定でございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 広聴活動について、提言に対して回答されたという、回答した分

はいいんですけど、例えば検討しますという回答もあると思います、それをその後どうされてい
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るのか。例えば、検討しますと回答したあとで、どういう検討をされたのか。どういう検討はい

いですから、検討した結果を例えば回答しているとか、公表しているとか、そういうのがあるの

かどうかをお尋ねをいたします。

それと補助金の関係なんですが、５２６件、約３億円のお金が補助金として出ていると。これ

はもちろん必要性というのは個々に精査されて補助金を出しているんでしょうけど、やっぱり

個々に５２６件の補助金をそれぞれ割り振ってやるということも一つのそういう方法がベースな

んでしょうけど、補助金のあり方として、必要なところに必要な補助金を出すという意味から言

えば、そういう個々の補助金で区分してしまうと、結局、前例踏襲になるというか前年並みに補

助してしまうと、そこに真摯な検証というんですか、本当に必要性を吟味する、そういうプロセ

スが欠けてくる可能性もあるんじゃないかと。

個々に補助金を支出するんでなくて、そこをやっぱり一つの、３億円というお金ですから、ま

とめて本当にこれが必要なのかどうかというのを一回その前段の部分で精査するという、そうい

うプロセスがどこまでできているのか、そこをお聞かせいただきたいと思います。

それと、公有財産の件ですけど、これは去年の議案のときの説明では、必要だから購入したと

いう話だろうと思いますけど、今は残土置き場になっています。これは去年１２月でしたか

ね──に必要だから、イベントなんかの駐車場で必要だから購入したはずなんで、それが半分と

はいえ残土置き場になって、本来の購入目的として使われていないというのは、これは問題じゃ

ないかと思うんですけど、その辺の認識というか、その辺を御答弁いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 岡本政策企画課長。

○政策企画課長（岡本 義雄君） 田中議員さんの、町政についてのその後の対応状況についてと

いうことでございますが、担当部署より回答を得て、提言者の方へ回答のほうを連絡しておりま

すが、その後の動向について調査をしたかと言われれば、調査のほうは行っておりません。あく

まで担当部署のほうでその後の対応をしておるということで行っております。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） まさに駐車場としてから買った土地が、今現在、ずりの置き場になって

いるということでございますが、私たちは当初からあそこを、主に大規模な、陸上競技場、体育

館等を使ったたくさんの集客があるときの、利用者がおるときの駐車場が不足するので、そこを

活用しようということで、駐車場に買い取ったわけでございます。

ちょうど今、御存じのように地家室トンネルが工事に着工いたしまして、そして、地家室トン

ネルのずりを再度また町内で活用していただくということも計画をいたしておりまして、県のほ

うではどっかに仮置きを一度しておいて、それをまた町内の道路工事現場に活用したいというこ

とでございましたので、若干、駐車場になっているところが残土を使い、ずり置き場になってい
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るのではないかということでございますが、まさにそれは駐車場の利用とは違う利用になってお

りますが、いずれにいたしましても今年中にはそれを移動するということで、県からの要請を受

けて、そこを利用していただいておるところでございます。

ですが、来年の２月のロードレース大会までにはきちんと整理して、ロードレースが大変また

たくさんの皆さんに来場いただくわけですから、そのときにはきちんと駐車場として使えるよう

にしていきたいと思っておりますので、今のこれも大変町にとってもいい活用方法だと思ってい

るところでございますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 補助金の件でございますけれども、現在のところ当初予算に盛り込

む際には、やはり担当課がその団体とヒアリングを行いながら、補助金の額、必要性なんかも交

えながらの検討はしていただいております。

その上で、それを持ち寄って予算要求された折に、今度は財政課なり私どものほうがヒアリン

グをしながら、またそこで検討を加えて、必要性なり、額として適正かどうかという検討を加え

るという形で現行は行っておるところでございます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 広聴活動の提言の関係なんですが、担当課で対応を任せていると

いう状況なんだと思うんですけど、やっぱり提言を受けて、それをもちろん精査しなきゃいけな

いですけど、有効な提言というのは、検討しますで回答して、あと担当課に任すというんでは、

そこで終わってしまうんで、ちゃんと最後にどうなるかというところまでどこかが管理せんと、

実現するかどうか、そこのフォローができないから、やっぱりその提言や回答というんですか、

それ自体が無駄になっている、無責任な話になってしまうんで、やっぱりそこの提言を受ける、

政策企画が受けるんなら、そこできちっと担当課に投げて終わりじゃなくて、担当課がどうする

か、どういう対応をするか。

できないという回答もあるでしょう、でもそれは何でできないかというのはきちっと精査しな

きゃいけない話ですし、貴重な提言を受けているんですから、それが実際にどういうふうな形で

決着するか、そこまで責任を持ってこそ提言の意味があると思うんで、その辺は答弁がありゃま

た、答弁をいただきたいと思いますが。

それと、補助金を、確かにそうなんですけど、やっぱり歳出削減という観点から言えば、せめ

て種類別に例えば分類して、一つの今、１００万円ずつ１００団体に出すというのを、いろんな

地域振興、文化振興とか何かいろいろあると思うんですけど、そういう種類別に分類して、一本

化して必要なとこに重点配分するとか、そういう工夫も必要じゃないんかなと思うんですけど、

その辺のお考えもお聞かせいただけたらなと思います。
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○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） まず提言のことですけれども、やはり言われたとおりで、検討しま

すで終わるんでは提言も生かされないということもございますので、そこら辺はこれからちょっ

と考えていきたいと思います。どういう形でやっていったらいいのかということを考えていきた

いと思っております。

また、補助金につきましては、その補助金の内容によっても全然、補助金の中身によって全部

異なってくるんですけれども、段階的には各課が団体に対してヒアリングを行いながら、その必

要性であったり、額だったり等の検討を重ねる。

また、その後に今度は査定で、やはりその検討を重ねる機会というのが、町長査定まで行くと

３段階まであるわけでございますので、その中でしっかりそれを見ていくということをやってい

きたいとは思っております。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 和田苑とかしらとり苑、指定管理に出しているところなんです

けど、入所率が非常に悪いように思っております。その入所の条件ですかね、今どのようになっ

ているのかというのと、どういう理由で入所率が悪いのかなと、どういうふうに認識しているか、

その辺をわかればお話しください。

○議長（荒川 政義君） 近藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（近藤 晃君） 小田議員さんから、和田苑、しらとり苑の、高齢者生活福祉セ

ンターという言い方をいたしますが、入所率が非常に悪いと、その入所条件をということでござ

いますが、基本的には住む場所がないといいますか、家が住むのに適していないという条件のも

とと、もう一つは、この施設は、高齢者生活支援センターというのは、その方がその施設の中で

自炊ができる、自分で御飯をつくって食べることができるという要件を課しております。それが

もともとの本来の国の基準でございましたので、そういう形となっておりまして、なかなか高齢

化が進み、おひとり暮らしの中で、自分でつくって食べるという行為がなかなか厳しいという方

が非常に多いというのが入所率が下がっている要因だろうというふうに私たちは思っております。

この高齢者生活支援センターそのものの考え方を少し柔軟にということも、今後、当然考えて

いかなければならないというふうには思っておるんですが、現在は当初設置をした条件のもとで

入所をさせているという状況でございますので、御理解をたまわりたいと存じます。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 小田議員。

○議員（１３番 小田 貞利君） 今、部長が言われたとおりで、ただ当初の計画どおりだから、

どうしても自炊が徹底できなくちゃいけない、家が不便なところにないといけないという条件で、
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例えば入りたくても近所の人は入れないとか、そういうことがあると思うんですよ。

今、白木村というのが東和町にあるんですが、もともと家賃も普通のところより高くて、ただ

１ＤＫのところなんですが１０何万円ぐらいのところ、それでも満床なんですよね。そこはたま

たま食事もやってくれるし、介護もお願いしたらしてくれるというのがついているからというこ

とで、少しぐらい高くても満床というような状態なんです。

僕らが普通に考えると、和田苑とかだったら、隣に介護施設もあることだし、そういう少し柔

軟に対応したら、かなり入る人が多いんじゃないかと思いますので、ぜひ可能な限り進めていっ

ていただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 近藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（近藤 晃君） 今後検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

暫時休憩します。

午後２時05分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時17分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

認定第２号平成３０年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 所管の委員会の議案ではありますが、委員会には町長が来ないの

で（笑声）町長のお考えを賜りたく、きょう質疑いたします。

２点ですが、今回の決算で８,３００万円余りの繰越金が出ました、昨年に続いてと言います

か。国保の場合は税もあるので、この繰越金、つまり黒字は税も含まれているというふうに考え

るべきだと思います。

そこで伺いたいんですが、この８,３００万円の繰り越し、基金に入れば基金ということにな

りますが──を財源として、例えば３,３７７世帯ありますので、１世帯当たり１万円国保税の

引き下げをするとしたら３,３７７万円を使う、この繰り越しまたは基金を使って、その財源に

充てるというお考えはあるのかどうか。この３,３７７万円を使ったとしても、残りまだ

５,０００万円近くの繰り越しが残るわけで、十分な金額は積み立てられるというふうに思いま

す。
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１世帯当たり１万円の引き下げが嫌なら均等割を、一般質問でまとめたような考えに基づいて

一定程度の引き下げを行う、そういう繰り越しを、引き下げまたは減免の財源とする用意が、お

考えあるのかどうか、まずそこを町長にお伺いをいたします。

それから、２点目ですが、ことしの４月１２日付に厚労省の保険局、国民健康保険課が、これ

プレスリリースですが、全国の市町村の国保財政の状況についてをリリースしています。

私がこの中で、これ全部やったら長うなりますので、注目したのは、いつもこの議会でも法定

外の繰り入れはもうしないんだという方針を持っておられますが、これを見ると法定外の繰り入

れも、法定内、法定外の繰り入れを１００％とすると、法定外の繰り入れも約３０％ぐらい、

３１％を──これ金額ベースですが、金額で全国の市町村で１２８億円行っています。特にこの

中で、保険税の減免額に充てるためとして法定外の繰り入れを行っているのが──あ、これが

１２８億円ですね、全体として７８８億円のうちの１２８億円、約５％、全市町村の５％の金額

が法定外の繰り入れを行った上で、国保税の減免を行っているということが厚労省が発表してい

ます。

つまり、私何言いたいかと言うと、本町では法定外の繰り入れはやらないという方針のように

伺っていますが、実際にはこういうふうに、繰り入れを行った上で国保税の減免を実施をしてい

るというところから見ても、あるいは３０％、３１％が法定外繰入になっているというところか

らも、そういうものを。ことしはそういうケースではありませんので、ことしの決算のことを言

っているんじゃありません、方針の問題として伺いたいんですが、そういう法定外繰入を行って

でも、国保税の減免に充てるという、そういうのが５％あるという実態について、町長のお考え

はいかがでしょうか。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 今御質疑があったように、平成３０年度の決算では８,３００万円余り

の剰余金が出ているわけでございますが、当然のことながら今回の補正予算のほうで、この後に

審議されますが、補正予算のほうで基金からの繰入金５,０００万円を繰り入れを言うなればや

めるということで、繰り入れの戻し入れをしております。

さらに残りの３,２００万円につきましては、基金に積み立てようという補正予算を出してい

るところでありますので、８,３００万円の使途については、そのように基金に積み足すことと、

基金の取り崩しをやめるということで補正予算を組んでおります。

先ほど厚生労働省のプレスリリースを見せていただいたんですが、国民健康保険財政状況、市

町村の国全体の数字でございますが、平成２９年度においては、確かに法定繰入分が４,６６３億

円で、法定外繰入分が２,５４０億円だというふうな統計数値が出ております。

そして、その法定外繰入金の中身は何かと言いますと、法定外繰入金の中で決算補填等の目的
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で繰り入れたのが１,７５１億円、要するに決算をやってみたら赤字になるから、それを一般会

計から補填をしたというのが７０％ぐらい、１,７５１億円だというふうに出ております。

そして、決算補填以外の目的で、この法定外の繰り入れをやったのが７８８億円で、両方合わ

せて法定外繰入金が２,５４０億円というふうな数字が出ております。

さらにこの中身を見ておりますと、法定外繰入金の中で決算補填等の目的以外のもの、要する

に今おっしゃられたとこなんですが、決算補填以外の目的でやっておるものの中の７８８億円

の──じゃないんですかね。そうですね、７８８億円の中に保険税の減免額に充てるために、こ

の法定外繰入金を行っておるというのが１２８億円ある。これが全体の率から言いますと５％と

いうことになっておりまして、今議員さんがおっしゃられたことが、まさにこの数字のことをお

っしゃられるんだろうと思いますが。

法定外繰入金を行わないということは、全く行わないというふうに言っているわけじゃなくて、

当然のことながら国保会計で、もし仮に基金がなくて、そしてなおかつ国保会計が赤字になった

という場合には、当然、一般会計からの繰入金でもって決算の赤字を出さないような方法をとる、

一般会計の繰入金を行うということを今までずっとやってきたわけでございます。

そして、または基金が積み立てがある場合、今現在のような状態ですが、基金がある場合には

仮に決算で赤字になるような場合があれば、それは補正予算の中で基金からの繰入金を取り崩し

て繰り入れをして、収支を保つということになると思っております。ですから、今回のように、

ここに出ております法定外の繰入金を決算の赤字以外のとこに法定外繰入金でもって、その赤字

以外のことをやろうというつもりは今のところないんですが。

ここにありますように、全国でやっているんではないかという今お話がありました。私もこの

中身をもうちょっと分析してみなければならないと思うんですが、保険税の減免額に充てるため

というのは、任意の減免額に充てることなのか、または通常も減免という制度があって、その制

度にのっとったら当然ながらマイナス要因になるから、そのマイナス要因分は一般会計から法定

外として繰り入れようじゃないかというふうなやり方をしているのではないかというふうに私は

推測しているんですが、ここらあたりがきちんとまだ、内容が精査できておりませんので、これ

はまたきちんと精査してみたいと思います。

それと、議員さんが今御質疑ありましたのは、例えば今回のように決算で黒字が出るような場

合、最近ちょっと基金に積み立てができておりますので、そうした一般会計から繰り入れてやる

んじゃなくて、基金を崩してやる、または繰越金をもってやるというような形でもって、

３,３００人ですか──に対して１万円を配ると。何とはなしにちょっと橋の事故のときような

（笑声）あれがありますが、そういうことは今全く考えていなくて、もし仮に、そういうことを

検討するとすれば、議員さんがこれまでもずっといろいろな場面で質疑とかまたは質問をされて
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おりますように、例えば低所得者の方で、低所得者の方は極端に言えば均等割がない方と、ある

方がおると思うんですが、同じ低所得者でも住民税の均等割がかかっている人の場合には、例え

ば国保税の均等割を減免するとか、ゼロにするとか、または子育て世帯の方々の均等割、なおか

つ子育て世帯でも所得も関係もあると思いますが、子育て世帯でなおかつ所得の低い方の所帯の

子供がおるところについて、それの均等割を減免するというようなことについては、やるとすれ

ば繰越金があるとか、または基金があるということではできないということになるわけですから、

それは大きな政策的な問題として、そしてまた所得制限も、どこからかけるのかということもき

ちんと精査しなければなりませんが、子育て支援という意味からすれば、それは一つの考えでも

あるのかなというふうなことも理解しているところでございますので、これについてはもっと精

緻な精査をして、そして実際に財源的にどこまで必要なのかということも考えながら。

そして、またもう一つは、私が気になっているのは、やはり医療保険の全てが国保というわけ

じゃないわけでございまして、当然、社会保険もあるわけでございますから、また健保組合かど

うかわかりませんが、いずれにしても他の医療保険の中にも所得の低い方なおかつ、それで子育

てをされている方というのもおると思いますので、そこらとの整合性はどうするかということも

ありますので、もう少し精緻な検討を加えていってみたいと思っているところでございます。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 結論は精緻な検討をするということと受けとめますが、今の町長

の答弁の中で納得できない部分は、やはり３月の一般質問で述べたように、ほかの健康保険制度

に比べて国保税が極端に高くなっていると。仮に国保税の均等割がなくても、ほかの健保組合だ

とかそういうものに比べても、あのときは本町の国保税の均等割がなくても、協会けんぽに比べ

て７万円まだ国保税が高いと。だから健康保険制度の中で均等割制度がある。つまり昔で言う人

頭割のように、もう赤ちゃんからお年寄りまで生まれたらすぐに税金を掛けるという、そういう

制度はもう国保しかないと、医療保険ではですね。

そういう中で、この均等割を省いてはどうかというのは、私だけが言っているんじゃなくて、

たびたび言いますが、知事会もそれは国に１兆円出せと、均等割をのけろというのは全国知事会

の意見でもありますし、制度としてはそういうことで均等割というものがあるわけで、ほかと比

べて云々と今町長おっしゃったけれども、均等割がなくて初めてほかの医療保険制度と肩を並べ

ると言いますか、そういうことになるわけで、精緻に検討するという意味では、ぜひそこをお考

えの上、精緻な検討を加えていただきたいということを申し添えますが。

○議長（荒川 政義君） 椎木町長。

○町長（椎木 巧君） 医療保険の中で国保と協会けんぽと健保組合とを比較するというのは、

どちらかと言うとなかなか比較対象にならないというふうに思っておるわけでございますが。
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いずれにしましても、今砂田議員さんがおっしゃられたように、均等割というのは国保の加入

者が１世帯の中で多くなればなるほど高くなる要素につながっておるわけですから。例えば住民

税とか所得税のように、扶養者が多くなれば多くなるほど税額が減ってくるということと違いま

して、扶養控除があるということと違いまして。扶養控除じゃなくて扶養者が税の対象になって

膨れてくるということでありますので、ちょっと違うんではないかというふうに思うところもあ

ります。

そして、全国知事会のほうからも、そういう要望、要請が国に対して出ているということも存

じ上げているところでございます。

そこらを踏まえて、精緻に検討しなければならないというのは、それは町が独自にやるべきな

のか、例えば国や県やそこらの制度全体として、そのような制度改正にしていくのがいいのかと

いうことでございますが、国の制度ががっさり変わるということは、なかなか大きなエネルギー

がいることでありますので、当面の措置としてそういうことを取り組んでおる自治体もあるとい

うことでありますので、そのことを研究してみたいと思います。

また、例えば繰越金がない年度も当然あります。基金が枯渇するという時期も当然あります。

そうしますと、一般会計から直接生の額を入れていかなければならないということも検討しなけ

ればならないということでありますので、それらも含めて、きちんとした精査をして考えてみた

いと思います。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第３号平成３０年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第４号平成３０年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第５号平成３０年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結いたします。



- 60 -

認定第６号平成３０年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第７号平成３０年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第８号平成３０年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第９号平成３０年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第１０号平成３０年度周防大島町水道事業企業会計決算の認定について、質疑はございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会計決算の認定について、質疑はござい

ませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 決算書の２４ページに工事等の一覧が出ておりますけど、これに

ついて６０件と監理が１件あるんですが、指名競争入札──一般競争入札があるのかもしれませ

んけど、競争入札によるものが何件あって、随意契約が何件か、それだけちょっと御答弁をくだ

さい。

それと、これ私の見方が悪いんだろうと思うんですが、成果報告書の７ページに、決算報告と

して決算額が掲載してあるんですが。これと例えば医業収益、収入の医業収益の決算額は３４億

７,８８９万６,４３４円となっているんですが、決算書の７ページの数字とどこをどう足せば、

足すのか引くのかわかりませんけど、決算書の７ページのほうの医業収益は３４億７,１１９万

３,０２１円となっているんで、これと何かを足せばこの数字になるのか、その辺を解説してい

ただければと思います。
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○議長（荒川 政義君） 大元病院事業局総務部長。

○病院事業局総務部長（大元 良朗君） 田中議員さんの御質問についてお答えいたします。

まず決算書の２４ページ、建設工事の入札に関する点でございますが、指名競争入札をしたの

が１件でございます。随意契約が３件でございます。

それから保存工事の概況ですけれども、保存概況のほとんどが医療機器設備等の修理に関する

もので、全て随意契約で行っております。

それから、ちょっとよく聞き取れなかったもので申し訳ないですが、決算書の１ページと

（「７ページ。両方７ページ」と呼ぶ者あり）あ、７ページ。（発言する者あり）事業損益計算

書と決算法と収益的収入及び支出というところでございますかね。（発言する者あり）

まず、損益計算書の当年度純損失の５億９,０００円のとこでしょうか。（発言する者あり）

失礼しました。収益的収入及び支出というのは（「もう一遍いい」と呼ぶ者あり）はい、ちょっ

とよく……

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後２時41分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時42分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

木村病院事業局総務課長。

○病院事業局総務課長（木村 稔典君） 田中議員さんの御質問にお答えします。

成果報告の７ページ、こちらは決算報告ということで、こちらに計上しております決算額につ

きましては、税込み数字となっております。

損益計算書、先ほど、こちら決算書の７ページになりますけれども、こちらは税抜きで計上し

ておりますので、この差額につきましては、医業収益の部分で申し上げますと、医業収益の消費

税部分が差額になっておるということになります。

数字上で端的に見ていただきますと、決算書の１ページをご覧いただけたらと思います。一番

下に収入の合計欄がありまして、病院事業局事業収益合計の下、第１項事業収益、こちらが医業

収益に対応するものでございますけれども、こちら決算額のところを見ていただきますと、

３４億７,８８９万６,４３４円ということで、先ほど成果報告の７ページの数字と合っている状

況でございます。

こちらから、その右側に、備考欄に仮受消費税を記載してございますけれども、こちら３４億

７,８８９万６,４３４円から、こちら右に掲載しております７７０万３,４１３円を抜いたもの

が、決算書７ページの損益計算書の医業収益になるということでございます。
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以上です。

○議長（荒川 政義君） わかりにくいね。ほかに。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 契約のほうですけど、保存工事、修理だからという理由で、全部

随契ということなんでしょうけど、これはもう本当に、随契どういう理由かわかりませんけど、

その随契相手の業者しか契約相手がいなかったということなのか、その辺を御説明をいただきた

いのと、工事のほうは、随契が３件あるんですけど、これはどういう理由で随契なのか、一般的

には入札できるんじゃないかなと思うんですけど、その辺も御説明ください。

それと、今の決算書はよくわかりましたが、ということは、この特別利益のとこは消費税込み

ということで、損益計算書のほうも、ここは消費税込みの金額ということでよろしいんですね。

○議長（荒川 政義君） 大元総務部長。

○病院事業局総務部長（大元 良朗君） 建設工事の３件の分、随意契約についてですけれども、

随意契約の行える場合は、地方公営企業法施行令の……。

自治法で決められているものではないと思いますけれども、それに定められておりますけれど

も、１番のガスタンク更新工事というのは、ガス事業法の決められておりますガス供給業者でな

いと施工工事ができない関係で、町内にもありませんで、そこの町内業者と契約せざるを得なか

ったということでございます。

あと病棟監視カメラ設置工事と、１、２階空調更新工事でございますが、病院事業局に設計等

を行う技術者等がおりませんので、基本設計を頼まないとなかなか工事をしづらい面がございま

す。この２件については、ほぼ機器の交換でございまして、基本設計等をお願いするよりは安く

できるというところから、見積もり合わせで行って、随意契約をやったという経緯でございます。

以上でございます。

○議長（荒川 政義君） 木村病院事業局総務課長。

○病院事業局総務課長（木村 稔典君） 先ほど御質問がありました特別利益の消費税の件でござ

いますけれども、こちらも決算書の１ページをご覧いただけたらと思うんですけれども、先ほど

と同様、病院事業局合計が下のほうにありまして、その下、特別利益の欄がございます。

そちら決算額８６６万８,４２０円、こちらが７ページの損益計算書の特別利益で上がってお

るんですけれども、その右に消費税がゼロということで、全て消費税がかからないものの売り上

げ、非課税部分、大部分が就学資金の貸し付けのための返金分が大部分であるんですが、そうい

ったものでございます。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） 工事のほうなんですけど、基本設計を委託を出すより安くできる
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から随契だというのは、どういう根拠で言われているのか。じゃあ、基本設計委託がどれだけか

かってというのは、当然、検討されているということですね。その理屈が通るんなら、ほかの工

事も全部随契でやりゃあええ話で。

でも、大抵の町長部局の工事なんかは、ほとんど業務委託して、設計に出して、設計させてや

ると。だからそれはちょっと別の議論だろうと思うんですよ。

随契か入札、入札が基本なんで、そこを随契にするという理由と、基本設計をやらすよりは随

契のほうが安いから、基本設計費を省けるからというのは、別の議論じゃないかなと思うんです

けど、必要なものはちゃんと基本設計をやって、それで入札に出すというのが本来のあるべき姿

だろうと思うんですけど、さっきの答弁じゃあ何か納得できないような気がするんですけど、も

う１回お願いします。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後２時50分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時53分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

木村病院事業局総務課長。

○病院事業局総務課長（木村 稔典君） 今、手持ちの資料ございませんので、後ほど準備させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

お諮りします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成３０年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会

計決算の認定についてまでの１１議案を、本日、配付しております議案付託表により、所管の常

任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、認定第１号平成３０年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成３０年度周防大島町病院事業局企業会

計決算の認定についてまでの１１議案を、本日、配付しております議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第２３．議案第１号
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○議長（荒川 政義君） 日程第２３、議案第１号令和元年度周防大島町一般会計補正予算（第

２号）を議題とします。

補足説明を求めます。中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第１号令和元年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）につ

いて、補足説明をいたします。

別冊の補正予算つづり１ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の歳入歳出予算の総額に４億８,５４７万

８,０００円を追加し、予算の総額を１４９億１,２８３万４,０００円とするとともに、第２条

により債務負担行為の補正を、第３条により地方債の補正をそれぞれ行うものでございます。

まず、歳入歳出補正予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１１ページをお願いいたします。

歳入の９款地方特例交付金は、交付額の決定により減収補填特例交付金を２２１万７,０００円増

額するものでございます。

１０款地方交付税は、普通交付税の交付額が６９億４,９７７万７,０００円と決定されました

ことから、１億９,９７７万７,０００円を追加計上するものでございます。

１２款分担金及び負担金２項負担金は、１０月から実施されます保育無償化に伴う保育所利用

者負担金の減額となっております。周防大島町におきましては、３歳以上児の保育料を無償化す

る国の制度実施に合わせ、町独自の施策により３歳未満児を含め、全ての児童の保育料を無償化

するものでございます。

１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金は、保育無償化に伴う私立保育所運営

費負担金２,３４１万１,０００円の追加及び、１２ページ、前年度精算に伴い追加支給されます

生活保護負担金の過年度精算金１６９万５,０００円の追加計上が主なものとなっております。

また、４目災害復旧費国庫負担金は、平成３０年７月豪雨災害に係る平成３０年度施行災害復

旧事業に対する公共土木施設災害復旧事業費負担金の施越分４,２５１万２,０００円の計上とな

っております。

２項国庫補助金２目民生費国庫補助金は、生活困窮者に対する医療扶助適正化事業への補助金

１０９万８,０００円及び、法改正に伴うシステム改修経費への補助金として、障害者総合支援

事業補助金６４万６,０００円、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事業への補

助金２８万円の計上でございます。

なお、５目土木費国庫補助金は、内示のありました活力創出基盤整備交付金１５４万６,０００円

の減額となっております。

１５款県支出金１項県負担金１目民生費県負担金は、国庫負担金と同様に保育無償化に伴う私
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立保育所運営費負担金２４５万７,０００円、前年度精算に伴う過年度精算金１０９万９,０００円

が主なものでございます。

１３ページ、２項県補助金２目民生費県補助金は、保育無償化に伴う多子世帯保育料等軽減事

業補助金１７１万円の減額、４目農林水産業費県補助金は、日良居地区の耕作放棄地を含めた農

地整備に関する地形図作成への補助金１９９万４,０００円及び沖家室島キャンプ場に関する計

画作成業務に関する補助金２０４万３,０００円が主なものでございます。

１８款繰入金１項基金繰入金は、財政調整基金の取り崩しを６,３８４万３,０００円減額し、

財源調整を行うものといたしております。

１４ページ、１９款繰越金は、平成３０年度からの繰越金を２億５１５万８,０００円追加す

るものでございます。

２０款諸収入４項雑入２目雑入につきましては、内示のありましたスポーツ振興くじ助成金

４５４万円の減額、後期高齢者医療療養給付費負担金に係る過年度精算分の確定に伴う精算額

３,４１４万４,０００円及び、当初予算に計上しております、白木半島地区コミュニティ協議会

への元気生活圏補助金及び消火栓ホース等の整備の財源として、山口県市町村振興協会からの地

域づくり推進事業助成金２００万円及び周防大島町をＰＲし誘客につなげる事業への補助金

１０万円をそれぞれ計上いたしております。

２１款町債１項町債１目農林水産業債、２目土木債、３目過疎対策事業債は、財源調整及び新

規事業による増額、１５ページ、４目災害復旧事業債は、平成３０年７月豪雨災害に係る災害復

旧事業に対する財源として、５目臨時財政対策債は、限度額の確定に伴う減額計上、６目合併事

業債は、事業費の調整に伴う増額となっております。

次に、歳出でございます。１６ページをお願いいたします。

２款総務費１項総務管理費２目文書広報費は、東三蒲赤松地区防災行政無線再送信子局のアン

テナ素子の一部が欠損しているため、アンテナの交換修繕経費４４万円を計上いたしております。

５目財産管理費は、地方財政法第７条第１項に基づく積立金として、財政調整基金へ１億

８００万円の積み立てを計上いたしております。

また、７目支所及び出張所費は、地域の要望に対応するため、大島、東和、橘の各支所経費に

修繕費、工事請負費及び小規模施設整備事業補助金を追加するものでございます。

８目電子計算費は、コンビニ交付の導入について、Ｊ－ＬＩＳによるシステム確認試験と疑似

店舗による確認試験を要し、この試験実施を経て１０月から稼働することが確定したことにより、

今年度の保守業務の予算を１０月からの電算保守業務２３７万６,０００円及び旧姓併記対応業

務４６万２,０００円の新規計上、幹部職員へのタブレット配布によるウェブ会議や資料共有に

よるペーパーレス化を図る経費１３８万６,０００円、また、都道府県ごとに設置され、今年度
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より新たに利用負担金が決定されたＬＧＷＡＮ山口県ノード利用負担金を新規に計上いたしてお

ります。

なお、１７ページ、９目地域振興費は、歳入で御説明いたしました地域づくり推進事業助成金

の財源振替となっております。

３項戸籍住民基本台帳費は、法改正による印鑑登録証明書への旧氏記載について、コンビニ交

付に関する様式変更に当たり、Ｊ‐ＬＩＳでの試験工程を受けるための出張旅費を計上しており

ます。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、ふぐあいの発生しております、たちばなケ

アプラザの空調修繕経費の計上でございます。

２目障害福祉費は、障害福祉一般経費において、障害福祉関係事業に係る国・県補助金の前年

度精算による償還金２,２０９万８,０００円の計上及び、障害者自立支援給付費事業においては、

法改正に伴うシステム改修経費の計上となっております。

１８ページ、５目介護保険対策費は、前年度精算に伴う介護保険利用者負担軽減事業に係る県

補助金の償還経費でございます。

また、２項児童福祉費１目児童福祉総務費は、保育無償化に伴い認可外施設を利用している子

供のための利用給付経費及び前年度精算に係る国・県補助金の償還経費の計上、３目母子福祉費

は、消費税引き上げに伴い子供の貧困への対応として、未婚の児童扶養手当受給者に対し給付金

を支給するもの、４目保育所費は、指定管理を実施している日良居保育所への保育無償化に伴う

３歳以上児の副食費の追加分を、５目保育所運営費は、町内私立保育所への副食費補助金の追加

計上となっております。

１９ページ、３項生活保護費１目生活保護総務費は、法改正に伴う生活保護システム改修業務

の追加及び前年度精算に伴う国・県補助金の償還金の計上でございます。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、しまとぴあスカイセンター管理経費におい

て消防設備点検に伴う誘導灯の交換や老朽化しているシンクの改修経費等の計上、日良居庁舎管

理経費においては、７月請求時に判明しました漏水に関する修繕経費及び漏水調査業務に関する

経費の計上となっております。

２０ページ、２項清掃費２目塵芥処理費の塵芥処理施設管理経費は、緊急的に清掃センターの

空調設備の取り替えを行ったことによる定期修繕の不足分及び１号炉の空気予熱器の配管取替修

繕経費等１,６１６万５,０００円の計上、不燃物処理施設管理経費においては、現在、有価物と

して売却しております小型家電を含む金属類について、小型家電等の引き取りが困難となったこ

とから、小型家電リサイクル法に基づき、認定事業者に再資源化を委託する経費として１３３万

１,０００円を新規に計上いたしております。
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また、３目し尿処理費は、当初予算において計上しております衛生センターの電気設備改修工

事について、施設外への臭気の発生や硫化水素等の有害臭気の排出による影響を考慮し、停電時

の運転に脱臭設備等を追加するための経費９２２万９,０００円を追加計上しております。

５款農林水産業費１項農業費５目農地費は、農地一般管理経費において、農道小伊保田線のほ

か３路線の補修工事費３８８万８,０００円の追加、排水施設管理事業は、ふぐあいが発生して

いる土居東排水機場の排水ポンプの修繕経費の追加、単県農山漁村整備事業は、日良居地区の耕

作放棄地を含めた農地整備に係る地形図作成経費３９８万９,０００円及び、２１ページ、沖家

室島キャンプ場の事業計画作成業務に係る経費４０８万７,０００円を新規に計上、県営農業基

盤整備事業は、県営事業負担金３,８２５万円の追加、７目農村環境改善センター費では、ふぐ

あいが発生している蒲野農村環境改善センターの合併浄化槽の修繕経費を計上いたしております。

また、２項林業費２目林業振興費は、小規模治山事業において事業費内の予算の組み替えを行

うものとなっており、３項水産業費２目水産業振興費は、財源の組み替えを、２２ページ、３目

漁港管理費は、三蒲漁港ほか２カ所の標識灯の修繕経費の計上でございます。

６款商工費１項商工費２目商工業振興費は、ウィンドパーク管理運営経費において、トイレの

修繕費や故障しております洗濯機の購入経費を、竜崎温泉管理運営経費は、ふぐあいの発生して

おります除鉄・徐マンガン濾材の取替経費２８６万９,０００円を、総合交流ターミナル管理運

営経費は、道の駅とうわチャレンジショップ前のテント屋根への防鳥対策経費を計上いたしてお

ります。

３目観光費は、山口県観光連盟の補助を受けて行います、東部エリアプロモーション事業に関

する実施経費１０万円を新規に計上しております。この事業は山口県への誘客を促進するもので、

東部地区においては今年度実施されることとなっております。

２３ページ、７款土木費２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費は、八幡下地区の浸水対策のため

の測量設計業務、志佐集落道ほか１路線の分筆登記経費、地域要望や早期に道路橋梁補修に対応

するため、町道久賀南線ほか３８路線の工事請負費５,３９０万円、町道庄地線ほか２路線の補

償費の計上などとなっております。

２目道路新設改良費は、町道中村流線ほか１路線の測量設計業務及び江ノ口橋ほか１橋梁の補

修工事費１,０００万円の追加計上でございます。

３項河川費２目河川建設費は、地域要望に対応するため工事請負費１,４４０万円の追加計上

となっております。

２４ページ、６項住宅費１目住宅管理費は、今後、不足が見込まれる公営住宅の修繕費

５００万円の追加計上でございます。

８款消防費１項消防費２目非常備消防費は、財源の組み替えを、３目消防施設費は、漏水を起
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こしております橘地区の古城防火水槽の修繕経費の計上となっております。

２５ページ、９款教育費２項小学校費１目学校管理費は、小学校管理事務局経費に、今後、必

要と見込まれる修繕費２８３万７,０００円を、３項中学校費１目学校管理費は、主にふぐあい

が発生しております安下庄中学校のキュービクル真空遮断器の修繕経費１３２万６,０００円の

計上となっております。

４項社会教育費１目社会教育総務費は、来る１１月１７日に大島文化センターにおいて開催さ

れます、やまぐち２０１９短歌大会への補助金として、周防大島町文化振興会補助金２０万円の

追加、２目公民館費は、６月の電気工作物点検の際に指摘された高圧負荷開閉器の修繕経費

１６万円の追加、５目社会教育施設費は、大島文化センターの冷温水発生器の部品交換修理経費

や空調機温度調節計の交換経費６２万７,０００円の計上となっております。

２６ページ、５項保健体育費２目体育施設管理費は、当初予算に計上しております総合体育館

床改修事業について、設計を行ったところ１階の可動席等に調整が必要となったことから、工事

請負費８８２万円を追加計上、３目学校給食費は、大島地区学校給食センターにおいてふぐあい

の発生しております排水管の修繕経費４５万５,０００円の計上でございます。

１２款諸支出金１項繰出金は、それぞれ特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整でございます

が、２７ページ、病院事業特別会計繰出金につきましては、普通交付税の確定による調整及び公

債費に係る繰出金の算定基準を国の繰出基準に準じた増額を行っております。

以上が、歳入歳出予算補正の概要でございます。

続きまして、７ページ、債務負担行為の補正につきましては、久賀学校給食センターの調理業

務等委託料から橘学校給食センター調理業務等委託料でございますが、いずれも調理業務につき

まして、令和元年度までの契約により外部委託を行っているところであり、改めて令和２年度か

ら令和４年度までの３年間の外部委託を行うため、債務負担行為を設定するものでございます。

８ページ、地方債の補正につきましては、林業債や河川債、過疎対策事業債、公共土木施設災

害復旧事業債、臨時財政対策債及び合併特例事業債の補正に伴う追加及び変更を行うものでござ

います。

以上が、令和元年度周防大島町一般会計補正予算（第２号）についての概要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願いいたしまして、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 暫時休憩します。

午後３時13分休憩

………………………………………………………………………………

午後３時23分再開

○議長（荒川 政義君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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日程第２３の議案第１号の説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はござい

ませんか。砂田議員。（「課長が入っていない。何かコピーしよったよ」と呼ぶ者あり）

○議員（４番 砂田 雅一君） せっかく準備しているのでやります。

１８ページの未婚の臨時特別給付金２８万円についてですが、１人当たり１万７,５００円の

支給を一定の基準に基づいて行っていくということで、２８万円を１万７,５００円で割ると、

対象者はおそらく１６人ということになるんじゃないかと思いますが、これで間違いないのかど

うかが１点。

それから、支給対象の申請日は、各市町村で決めなさいというふうになっていますが、申請の

日時はどういうふうにされるのか伺います。

文科省のホームページによると、受給者を目当てに振り込め詐欺事件とか個人情報を狙ったも

のが詐欺の電話とかがあるようですが、ホームページの中には文科省が見本のような、こういう

ものに注意してくださいというような見本のチラシもありますが、本町ではそこはどういうふう

にお考えか伺います。

それから、２５ページの学校管理費の小学校と中学校の修繕費がそれぞれ計上されていますが、

これらは学校の要望によって予算化されたものかどうか、としたら学校の要望は全て計上されて

いるのかどうか伺います。

○議長（荒川 政義君） 近藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（近藤 晃君） 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別交付金ということ

になっておりまして、この人数については消費税増税に伴う貧困対策ということで、今年度限り

において１人１万７,５００円を１６人にということで補正予算を計上しております。１０分の

１０の国庫補助でございます。

それから、申請の際に個人情報保護について、文科省という言い方がありました、厚生労働省

のホームページだろうというふうに思いますが、厚生労働省のホームページ上に、確かにそうい

った振り込め詐欺や個人情報の詐欺について御注意くださいと、こういったチラシのようなもの

があるというのを私も承知しておりますけれども、基本的に、現在、児童扶養手当を受給されて

いる方に対して、その未婚の方に対して、今回、その１万７,５００円を支給するということで

ございますので、基準日が１０月３１日ということになっておりまして、実際には支給をするの

は、１月の児童扶養手当を支給するときに合わせて支給をするということにしておりますけれど

も、基本的にその対象者は、既に私たちは当然、現在、自給をしておるわけですからわかってお

りますので、申請書の中に留意事項としまして、同様の内容で不明な点があった場合は、町から

問い合わせを行うことはありますけれども、ＡＴＭ等の操作を行って手数料等を振り込んでくだ

さいとか、それから不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場のほうへ、または警察のほう
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に御連絡をくださいといったような、同じような文言を入れた留意事項というものを同封して、

実際に現在受けている方にお送りをすると。

そして、実際の申請は、今回、未婚のということですが、結婚していない人だけではなくて、

事実婚という方もはじくといいますか、事実婚者は対象となりませんので、窓口へ来ていただい

てその辺の確認を行った上で、支給をしていきたいというふうに考えておるところでございます。

（発言する者あり）申請期間は、実際に１１月分の児童扶養手当を受ける方ですから、そして先

ほど言ったように１月には支給をしたいと思っておりますので、その間にお願いをしたいという

ふうに思っております。ただ、その間にどうしても窓口へ来られないという方に対しては、当然

ですが、支給は３月末まではできると思いますので、支給をしていきたいと考えております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） 永田教育次長。

○教育次長（永田 広幸君） 砂田議員さんからの御質問でございますが、要望のみではございま

せん。５月以降、各学校で故障等の緊急対応で行うもの、今後、どうしても不調によりやらなく

ちゃいけないもの、そういった発見をしたものについての修繕もこの度上げておりますので、ほ

ぼ要望の部分の、安全面で緊急性を要するものについては含めておりますけれども、そういった

ものの対応も行っております。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第２４．議案第２号

日程第２５．議案第３号

日程第２６．議案第４号

日程第２７．議案第５号

日程第２８．議案第６号

日程第２９．議案第７号

日程第３０．議案第８号

日程第３１．議案第９号

○議長（荒川 政義君） 日程第２４、議案第２号令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）から、日程第３１、議案第９号令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補

正予算（第２号）までの８議案を一括上程し、これを議題とします。
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補足説明を求めます。近藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（近藤 晃君） それでは、議案第２号から議案第４号までの補足説明をいたし

ます。

まず、最初に議案第２号令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について、補足説明を行います。今回の補正は平成３０年度決算に伴う精算が主なものでござい

ます。

補正予算つづりの２９ページをお願いいたします。

第２条で、既定の歳入歳出予算の総額に３,２５３万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を２９億７,９３５万２,０００円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。

３５ページをお願いいたします。

歳入から御説明をいたします。

６款繰入金２項基金繰入金１目国民健康保険基金繰入金は、当初予算で国民健康保険基金の取

り崩しによって、歳入不足相当額を補う予定でございましたが、前年度繰越金によって補完が可

能となりましたために、５,０８６万４,０００円を減額するものでございます。

７款繰越金は、前年度決算に伴い８,３４０万円を増額するものでございます。

次に、歳出について御説明をいたします。

３６ページをお願いいたします。

６款基金積立金は、前年度の繰越金の発生に伴い３,２５３万６,０００円を増額するものでご

ざいます。

以上が、令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）についての概要

でございます。

続きまして、議案第３号令和元年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、補足説明を行います。今回の補正は平成３０年度決算に伴う精算が主なも

のでございます。

補正予算つづりの３７ページをお願いいたします。

第２条で既定の歳入歳出予算の総額に１７万９,０００円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

４億６,２５３万３,０００円とするものでございます。

詳細につきましては、事項別明細書で御説明をいたします。

４１ページをお願いいたします。

歳入から御説明をいたします。

４款繰越金は、前年度繰越金を１７万９,０００円追加計上しております。
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次に、歳出について御説明をいたします。

４２ページをお願いいたします。

２款後期高齢者医療広域連合納付金を１７万９,０００円追加計上しております。この納付金

は、平成３０年度の保険料のうち平成３０年度歳出予算により、広域連合納付金として支出がで

きなかった保険料を令和元年度歳入予算に前年度繰越分として今回補正計上し、歳出により広域

連合へ納付するものでございます。

以上が、令和元年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）についての概

要でございます。

続きまして、議案第４号令和元年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

きまして、補足説明を行います。

補正予算つづりの４５ページをお願いいたします。

今回の補正は、平成３０年度決算に伴う精算が主なものでございます。

第１条で、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に２億４８０万５,０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を３６億５,５３８万７,０００円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予

算の総額に２４万８,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を７５７万６,０００円とするもの

であります。

まず、保険事業勘定の歳入から御説明をいたします。

事項別明細書の５３ページをお願いいたします。

６款繰入金１項他会計繰入金４目その他一般会計繰入金は、財源調整のため４,０００円を減

額いたします。

３項介護サービス事業勘定繰入金は、６,０００円を増額いたします。

７款繰越金は、平成３０年度決算に伴う繰越金として、２億４８０万３,０００円を増額いた

します。

次に、歳出について御説明いたします。

５４ページをお願いいたします。

１款総務費２項徴収費１目賦課徴収費は、過年度の介護保険料の還付金として１０１万

２,０００円を増額いたします。

３款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金は、平成３０年度決算に伴う介

護給付費準備基金への積み立てとしまして、８,９３５万９,０００円を増額いたします。

４款地域支援事業費１項介護予防生活支援サービス事業費１目介護予防生活支援サービス事業

費１９節負担金補助及び交付金は、介護予防生活支援サービス運営費負担金として２万円を減額

いたしまして、高額医療合算介護予防サービス費相当分負担金として２万円を増額いたします。
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５５ページをお願いいたします。

５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目償還金につきましては、前年度実績に伴う国・県

等への償還金としまして、１億１,４４３万４,０００円を追加計上いたします。

次に、介護サービス事業勘定について御説明をいたします。

事項別明細書５９ページの歳入から御説明をいたします。

５款繰越金は、平成３０年度決算に伴う繰越金として、２４万８,０００円を追加計上いたし

ます。

次に、６０ページの歳出について御説明をいたします。

１款サービス事業費１項１目介護予防支援事業費は、ケアプラン作成件数の増に伴うケアマネ

ジャーと臨時職員の賃金の増額、介護事業サービス勘定から保険事業勘定への繰り出しの増額等

の調整を行い、２４万８,０００円の増額補正としておるところでございます。

以上が、令和元年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）についての概要でご

ざいます。

以上で、議案第２号から第４号までの補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようお願い申し上げます。

○議長（荒川 政義君） 次に、豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） それでは、議案第５号令和元年度周防大島町簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）から、議案第８号令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）までの４議案について、補足説明を申し上げます。

まず、議案第５号令和元年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

ございますが、補正予算書の６１ページをお願いいたします。

今回の補正は、４議案ともでございますが、第１条の総則により、当年度予算の名称につきま

して、当年度全体を通じて「令和元年度予算」と表示することを明示しております。

それから第２条により、既定の歳入歳出予算に２１８万６,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を３億６,６８０万１,０００円とするものでございます。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

６７ページをお願いいたします。

歳入につきましては、４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、財源調整の

ため２１８万６,０００円を追加計上しております。

６８ページをお願いします。

歳出の１款簡易水道費２項事業費１目維持管理経費につきまして、浮島・江ノ浦簡易水道、井

水ＲＯ膜浄水装置の故障による緊急修繕及び江ノ浦地区における給水対応に係る費用として、い
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ずれも既存の予算で緊急対応し、今回の補正予算で補填するものです。費目別には８節報償費を

３万２,０００円、９節旅費を１万９,０００円、１１節需用費のうち燃料費を２万９,０００円、

修繕費を２１０万６,０００円それぞれ追加計上するものでございます。

以上が、議案第５号令和元年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要で

ございます。

続きまして、議案第６号令和元年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

てですが、補正予算書の６９ページをお願いいたします。

第２条により、既定の歳入歳出予算に１,３４９万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１５億１,６２７万３,０００円とするとともに、第３条により地方債の補正を行うものでござ

います。

その概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

７７ページをお願いします。

歳入につきましては、４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、財源調整の

ため５８９万３,０００円を追加計上しております。

７款町債１項町債１目下水道事業債において、東和片添地区及び久賀・大島地区公共下水道事

業の財源調整として４９０万円を追加計上し、２目過疎対策事業債において、東和片添地区及び

久賀・大島地区公共下水道事業、並びに公共下水道施設機能保全事業の財源調整として、

２７０万円を追加計上しております。

７８ページをお願いします。

歳出につきましては、１款公共下水費２項事業費１目維持管理費１１節需用費において、東和

片添浄化センターのスカムボックス取替修繕等、いずれも経年劣化等による摩耗や設備機器のふ

ぐあいに対応するために係る修繕費として、４７９万３,０００円を追加計上するとともに、

１５節工事請負費において、県道大島環状線等道路改良に伴う下水道施設の支障移転工事のため、

３５０万円を追加計上するものでございます。

２目公共下水事業費、東和片添地区公共下水道事業については、１３節委託料を３,０００万

円減額するとともに、１５節工事請負費を５,１５０万円増額しております。同じく久賀・大島

地区公共下水道事業については、事業内容の精査により１３節委託料を４,０００万円減額、

１５節工事請負費を３,０００万円増額、１９節負担金補助及び交付金の県代行事業負担金を

１,０５０万円増額し、事業費の組み替えを行っております。

また、公共下水道施設機能保全事業につきましては、１３節委託料において、実施設計等の内

容を精査し、１,６８０万円を減額しております。

以上が、議案第６号令和元年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要でご
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ざいます。

次に、議案第７号令和元年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てですが、７９ページをお願いいたします。

第２条により、既定の歳入歳出予算に１５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億

９,３９３万９,０００円とするものでございます。

概要につきましては、事項別明細書により御説明いたします。

８５ページをお願いします。

歳入につきましては、３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、財源調整の

ため１５０万円を追加計上しております。

８６ページをお願いします。

歳出につきましては、１款農業集落排水費２項事業費１目維持管理費１１節需用費の修繕費に

おいて、日良居処理区マンホール回転軸交換など、経年劣化等のために破損する危険性がある箇

所の器具等の取替修繕や緊急対応用の電気機械設備等の修繕に、１５０万円を追加計上するもの

でございます。

以上が、議案第７号令和元年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の概

要でございます。

次に、議案第８号令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てですが、８７ページをお願いいたします。

第２条により、既定の歳入歳出予算に５８６万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

６,７９８万３,０００円とするものでございます。

概要につきましては、事項別明細書により御説明いたします。

９３ページをお願いいたします。

歳入につきましては、３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金において、財源調整の

ため５８６万５,０００円を追加計上しております。

９４ページをお願いいたします。

歳出につきましては、１款漁業集落排水費２項事業費１目維持管理費１１節需用費の修繕費に

おいて、２号マンホールポンプ取替修繕や浮島浄化センター散気管取替修繕に要する費用など、

経年劣化等のために破損する危険性がある箇所の機具等の取替修繕や緊急対応用の電気機械設備

等の修繕に、５８６万５,０００円を追加計上するものでございます。

以上が、議案第８号令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の概

要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
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○議長（荒川 政義君） 次に、中村総務部長。

○総務部長（中村 満男君） 議案第９号令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、補足説明をいたします。

補正予算書の９５ページをお願いいたします。

今回の補正は、第１条により、既定の歳入歳出予算総額に１２２万２,０００円を追加し、予

算の総額を８,２３０万５,０００円とするものでございます。

まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書により御説明いたします。

１０１ページをお願いいたします。

歳入につきまして、３款県支出金１項県補助金１目航路補助金は、各航路の補助金について交

付決定を受けたことによる減額補正となっております。

また、４款繰入金１項他会計繰入金は一般会計からの繰入金４９９万円を追加計上いたしてお

ります。

次に、歳出でございます。

１０２ページをお願いいたします。

１款事業費２項事業費１目前島航路運航費及び２目情島航路運航費は、財源の組み替え、３目

浮島航路運航費は１０月にドック入りを予定しております、ひらい丸につきまして、スクリュー

ロープが絡まるなどの事象が発生したことによります交換経費が主なものでございます。

以上が、議案第９号令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）についての概

要でございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑は議案ごとに

行います。

議案第２号令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第３号令和元年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）について、

質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第４号令和元年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、質疑は

ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第５号令和元年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第６号令和元年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第７号令和元年度周防大島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第８号令和元年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、質

疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第９号令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）について、質疑はござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第２号令和元年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）から、

議案第９号令和元年度周防大島町渡船事業特別会計補正予算（第２号）までの質疑を終了いたし

ます。

討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第３２．議案第１０号

○議長（荒川 政義君） 日程第３２、議案第１０号令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。

補足説明を求めます。石原病院事業管理者。

○病院事業管理者（石原 得博君） 議案第１０号令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正予
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算（第１号）の補足説明を申し上げます。

お手元の令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正予算書の１ページをご覧ください。

この予算は普通交付税の確定に伴いまして補正しております。

まず、第１条総則として当年度予算の名称は、当年度を通じて令和元年度予算と表示します。

第２条の業務の予定量では、病院患者数は入院合計で２,１３４人、外来合計で２,５１９人の

減少、介護老人保健施設利用者数も入所合計で８０２人、次に２ページになりますが、通所合計

で７６人の減少を見込んでおります。それに伴いまして、１日平均患者数、利用者数を補正して

おります。

（９）の主要な建設改良事業につきましては、大島病院の眼科用視力検査装置の故障による整

備費用として、５７万３,０００円の増額補正をしております。

３ページをお開きください。

第３条の収益的収入及び支出では、収入につきましては業務の予定量の減少に伴います診療収

入の減少と一般会計からの繰入金の増加により、収入合計で２,３１７万２,０００円減額補正し、

５５億２,２９５万４,０００円を見込んでおります。

支出につきましては、業務の予定量の減少に伴います材料費の減少により、４ページをご覧い

ただきまして、支出合計で２,２９０万８,０００円減額補正し、５５億２,２９１万８,０００円

を見込んでおります。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、先ほど第２条の業務の予定量で御説明申し上げ

ました、視力検査装置の購入の財源といたしまして、収入に企業債６０万円を増額補正し、合計

で２億９,０２０万円を見込み、支出に購入費５７万３,０００円を増額補正し、合計で９億

４,７００万４,０００円を見込んでおります。

第５条の企業債につきましては、５ページをご覧いただきまして、視力検査装置購入の財源

６０万円を増額補正し、起債の限度額を４億３,７１０万円としております。

第６条の他会計からの補助金につきましては、普通交付税の確定により１億１,４５７万

８,０００円を増額補正し、１３億７,３４４万８,０００円としております。

第７条のたな卸資産購入限度額につきましては、業務の予定量に基づき算出し、合計で

２,４９７万円減額補正し、１０億２,１２７万８,０００円としております。

付属資料といたしまして、６ページ以降に補正予算に関する説明書を添付してございます。

以上が、議案第１０号令和元年度周防大島町病院事業特別会計補正予算（第１号）の内容でご

ざいます。

どうかよろしく御審議いただき、御議決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明を終わ

らせていただきます。
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○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

日程第３３．議案第１１号

○議長（荒川 政義君） 日程第３３、議案第１１号周防大島町半島振興対策実施地域における固

定資産税の不均一課税に関する条例の制定についてを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第１１号周防大島町半島振興対策実施地域における固

定資産税の不均一課税に関する条例の制定につきまして、補足説明をいたします。

本議案は、町内全域の雇用の創出と地域経済の活性化を目指して、半島振興法に基づき策定し

た周防大島町産業振興促進計画は、令和元年５月３１日に国において認定され、これにより指定

地域内（町内）において設備投資をする場合には、対象となる業種の事業者は国税をはじめとす

る税の優遇措置が受けられるようになり、また、町においても固定資産税の不均一課税を行うこ

とが可能となるため、これらの適用ができるよう税条例を整備するものでございます。

それでは、本条例の概要等について、条文に合わせて御説明をさせていただきます。

第１条、趣旨でありますが、ここでは今回の固定資産税の不均一課税の対象となる業種や設備

等について規定するものであります。対象となる業種でありますが、国の認定を受けた計画に規

定される製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業、これは下宿営業を除

く旅館業であります。

また、本制度を対象の設備投資等につきましては、対象地域となる周防大島町内で事業の用に

供する施設、または設備を新設し、または増設したその事業に係る機械及び装置、もしくはその

事業に係る建物、もしくはその土地であります。

第２条、不均一課税では、第１項で減額となる期間とその割合を規定し、第２項では、今回本

条例を制定することから、町の定める減免制度や不均一課税において、同一の償却資産を重複し

て適用することがないように、規定の整備を行うものであります。

本町におきましては、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から３年度間に限り、

町税条例の規定にかかわらず初年度１００分の９５、第２年度１００分の７５、第３年度

１００分の５０の範囲において減額し課すこととしております。

減額割合につきましては、室津大島半島を形成する柳井市、平生町及び上関町と同じ割合を採
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用することといたしました。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

お諮りします。質疑が終結しましたので、議案第１１号をお手元に配付してある議案付託表の

とおり、所管の常任委員会へ付託することにしたいと思います。御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号をお手元に配付してある議

案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第３４．議案第１２号

○議長（荒川 政義君） 日程第３４、議案第１２号周防大島町印鑑条例の一部改正についてを議

題といたします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） 議案第１２号周防大島町印鑑条例の一部改正につきまして、補足説明

をいたします。

今回の改正は、住民の利便性の向上を目的として、全国のコンビニエンスストア等に設置され

ている多機能端末機（マルチコピー機）から、個人番号カード（マイナンバーカード）により、

印鑑登録証明書の取得が可能となるように、また女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行

令等の一部を改正する政令（平成３１年法律第１５２号）が４月１７日に公布されたことに伴い、

印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、婚姻等で氏に変更があった場合、申請により印鑑

登録証明書に旧氏を現在の氏と併記することができるように条例の一部を改正しようとするもの

であります。

それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。

３３ページ、第５条第２項及び第６条第１項第３号は、旧氏で印鑑登録ができ、登録事項に旧

氏を併記できるよう変更を行うものであります。

３４ページ、第７条第１項及び第１１条につきましては、コンビニエンスストア等に設置して

いる多機能端末機により、印鑑登録証明書の交付を受けることができるように変更するものであ

ります。

第１０条第３項から第５条につきましては、個人番号カードで、コンビニエンスストア等に設
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置している多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができるよう

にするものであります。

３５ページ、第１２条第１項第１号につきましては、婚姻等で氏に変更があった場合、印鑑登

録証明書に旧氏を併記できるように改正し、第１２条第１項第３号につきましては、近年の性別

の表記に配慮し、印鑑登録証明書から性別に関する事項を削除するものであります。

第１２条第２項につきましては、コンビニエンスストア等に設置している多機能端末機を介し

て、印鑑登録証明書の交付が行えるように記述を追加するものであります。

第１５条第５項につきましては、旧氏で印鑑登録されたものを抹消できるように改正するもの

であります。

なお、このコンビニ交付サービスを利用できるのは、周防大島町で印鑑登録をし、かつ個人番

号カード所有者本人に限ることを申し添えます。

施行日につきましては、コンビニ交付サービス開始に伴う改正は令和元年１０月１日から、支

所・出張所で交付される印鑑登録証明書への旧氏併記に伴う改正につきましては、令和元年

１１月５日からの施行となるものであります。

また、コンビニ交付での印鑑登録証明書への旧氏併記につきましては、コンビニ交付システム

改修の関連から、令和２年２月１日からの施行となるものであります。

どうぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

討論、採決は、最終日といたします。

────────────・────・────────────

日程第３５．議案第１３号

○議長（荒川 政義君） 日程第３５、議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例

及び周防大島町行政連絡船設置及び運営に関する条例の一部改正についてを議題とします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例

及び周防大島町行政連絡船設置及び運営に関する条例の一部改正について、補足説明をいたしま

す。

はじめに、第１条周防大島町営渡船設置及び運営に関する条例の一部改正についてであります。

今回の一部改正は、本年１０月１日からの消費税増税に伴い、周防大島町営渡船であります久
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賀・前島航路、伊保田・情島航路、樽見・日前航路における運賃を改定するものであります。

本条例第５条におきまして、運賃の額は国土交通大臣の認可を受けた額と規定されており、上

限運賃変更認可申請書の手続きの上、去る８月５日付で認可を受けたところでございます。

なお、公共料金の消費税対応に係る一部改正条例は、６月定例議会で御議決をいただいたとこ

ろでございますが、航路に係る運賃改定は国の認可が必要なことから、本定例会への議案上程と

なりましたこと、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

改定しようとする運賃につきましては、新旧対照表をご覧いただくとして、ここでは運賃の改

定方法につきまして御説明いたします。

国からの通知により、公共交通事業等における運賃・料金について、消費税率引き上げ分を適

正に運賃に転嫁することが求められております。具体的には、平成３０年度の輸送実績をもとに、

実績収入と運賃改定後における試算収入との差額について、事業全体の増収率が１０８分の

１１０の率を超えず、かつ当該率に近づくよう運賃を調整することとされております。

なお、消費税率引き上げによるコスト上昇分の転嫁を実施せず、運賃を据え置いた場合には、

離島航路補助金の算定において、消費税が転嫁されたものとして、当該相当分が減じられること

になります。

試算において、３航路ともに主たる運賃収入は、旅客運賃であります。この旅客運賃は、国の

運賃の改定方法によると、１０円の値上げが基本となりますが、旅客運賃に連動して回数券、定

期券も値上げになり、航路の旅客運賃に増税分を転嫁すると、３航路とも１０８分の１１０の増

収率を超えてしまうことから、中国運輸局との協議により、航路により違いはありますが、この

たびの運賃改正は３航路とも旅客運賃は据え置くこととし、手荷物運賃、小荷物運賃及び貨物運

賃、貸切運賃の改定と、定期券、回数券の割引率を国の標準割引率とすることにより、１０８本

の１１０未満の増収率に収まるよう調整をいたしました。

３航路とも島民の皆さんにとって、唯一の生活航路であることに鑑みまして、運賃の一部につ

いて、消費税増税分のみの改定とし、今回値上がりするものであります。

次に、周防大島町行政連絡船設置及び運営に関する条例の一部改正についてであります。

今回の一部改正は、本年１０月１日から消費税及び地方消費税の税率が８％から１０％に引き

上げられることに伴い、周防大島町行政連絡船小松笠佐航路における船室整備費について、所要

の改正を行うものであります。

本条例第４条におきまして、小松笠佐航路の船室整備費について、大人、中学生以上の船室整

備費の原価に１０％を加え、１００円を１１０円に改めるものでございます。

また、今回の改正に伴いまして、別表の区分に誤植があることが判明したため、小人──小学

生以上を、小人──小学生以下に改めるものでございます。
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なお、附則として、この条例は令和元年１０月１日から施行するものでありますが、第２条中、

小人──小学生以上を、小人──小学生以下に改める規定につきましては、公布の日から試行す

るものでございます。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

これから討論、採決に入ります。議案第１３号、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、討論を終結します。

これから起立による採決を行います。議案第１３号周防大島町営渡船設置及び運営に関する条

例及び周防大島町行政連絡船設置及び運営に関する条例の一部改正について、原案のとおり決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（荒川 政義君） 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３６．議案第１４号

日程第３７．議案第１５号

日程第３８．議案第１６号

日程第３９．議案第１７号

日程第４０．議案第１８号

日程第４１．議案第１９号

日程第４２．議案第２０号

○議長（荒川 政義君） 日程第３６、議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正についてから、

日程第４２、議案第２０号周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

改正についてまでの７議案を一括上程し、議題といたします。

補足説明を求めます。岡村副町長。

○副町長（岡村 春雄君） それでは、議案第１４号から議案第２０号までにつきまして、一括し

て補足説明をいたします。

まず、議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正についてであります。

本議案は、地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）、地方税法施行令等の
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一部を改正する政令（平成３１年政令第８７号）、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税施行

規則の一部を改正する省令（平成３１年総務省令第３８号）等が平成３１年３月２９日にそれぞ

れ公布され、そのうち令和元年１０月１日以降に施行される改正事項について、周防大島町税条

例等の一部を改正するものであります。

主な改正点でありますが、１点目といたしまして、個人住民税の非課税措置の対象に単身児童

扶養者を法律改正にあわせて追加するものであります。

また、これにあわせて給与所得者、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、その旨を記載す

ることとする規定の整備を行うものであります。

２点目は、本年１０月から自動車取得税を廃止し、新たに始まります軽自動車税の環境性能割

や種別割について、法律改正にあわせて規定の整備、改正等を行うものであります。

それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明をさせていただきます。

４９ページ上段、第１条による改正、条例第３６条の２、町民税の申告についてでありますが、

申告書記載事項の簡素化について改めるものであります。

前年において支払いを受けた給与で、年末調整の適用を受けたものを有する納税義務者が、個

人の住民税に関する申告書を提出するときは、確定申告書で適用を受ける所得控除の額のうち、

年末調整で適用を受けた所得控除と同額である場合、これらの控除については、合計額の記載に

よることができることとするものであります。

次に中段、第３６条の３の２から、下段、第３６条の３の３でございますが、個人の町民税に

係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、当該給与所得者、公的年金

等受給者が、単身児童扶養者に該当する場合には、その旨を記載することとする法律改正にあわ

せた改正でございます。

なお、単独児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に

婚姻をしていない者、または配偶者の生死の明らかでない者のことをいいます。

５０ページ下段、第３６条の４、町民税に係る不申告に関する過料につきましては、法律改正

に伴う規定の整備であります。

附則第１５条の２、軽自動車税の環境性能割の非課税につきましては、本年１０月より始まり

ます軽自動車税の環境性能割について、一定の自家用の３輪以上の軽自動車について、当該軽自

動車の取得が特定期間に行われたときに限り非課税とする、臨時的軽減の規定を新設するもので

あります。

５１ページ上段、附則第１５条の２の２、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例について

でありますが、附則第１５条の２を新設したことによる条ずれと、環境性能割の賦課徴収の特例

についての規定を法改正にあわせて整備、新設するものであります。
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次に下段、附則第１５条の６、軽自動車税の環境性能割の税率の特例につきましては、自家用

の３輪以上の軽自動車であって、乗用のものに対する軽自動車税の環境性能割の税率について、

当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、２％を１％へと、１％分軽減する臨時的

軽減の規定について新設するものであります。

５２ページ上段、附則第１６条、軽自動車税の種別割の税率の特例でありますが、法改正にあ

わせて軽自動車税のグリーン化特例について、重課の規定の整備を行いまして、令和２年度分、

令和３年度分の軽課を新設する法改正にあわせた改正であります。

５３ページ中段、附則第１６条の２、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例につきましては、

附則第１６条の改正に伴い規定の整備等、法改正にあわせて改正するものであります。

次に５４ページ上段、第２条による改正の第２４条、個人の町民税の非課税の範囲につきまし

ては、単身児童扶養者の非課税措置の対象への追加に係る改正であります。

子供たちの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手

当の支給を受けており、前年の合計所得金額が１３５万円以下であるひとり親に対し、個人住民

税の非課税措置の対象として追加するものであります。

中段、附則第１６条、軽自動車税の種別割の税率の特例でありますが、軽自動車税のグリーン

化特例について、令和４年度分、令和５年度分の軽課の対象を、電気自動車等に限った上で新設

する法改正にあわせた改正であります。

次に、議案第１５号周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正についてであり

ます。

本議案は、本町の離島における産業振興のための取り組みが積極的に推進されるよう、離島振

興法の規定により策定した、離島の振興を促進するための周防大島町における産業の振興に関す

る計画が国において認定され、これにより、指定地区内において設備投資をする場合には、対象

となる業種の事業者は、国税をはじめとする税の優遇措置が受けられるようになり、また、町に

おいても、固定資産税の課税免除の適用が受けられるようになるため、税条例の規定の整備を行

うものであります。

それでは、改正点等につきましては、新旧対照表により、あわせて御説明をさせていただきま

す。

５８ページ上段、第１条、趣旨でありますが、ここでは、今回の改正により、固定資産税の課

税免除の対象となる業種が追加となるため、規定の整備を行うものであります。

現行条例におきましては、製造業のみが対象となっておりましたが、このたびの改正により、

新たに農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等が適用となるものであります。

また、本制度対象の設備投資等につきましては、対象地域となる周防大島町内で事業の用に供
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する施設または設備を新設し、または増設したその事業に係る機械及び装置、もしくはその事業

に係る建物、もしくはその土地であります。

中段、第２条、課税免除でありますが、法改正にあわせて規定の整備をするとともに、現行制

度と同様に当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から３年度間に限り、町税条例の規

定にかかわらず、固定資産税を課さないこととするものであります。

５９ページ上段、第４条、適用除外につきましては、今回、本条例を改正することから、町の

定める不均一課税等において、同一の償却資産を重複して適用することがないように規定の整備

を行うものであります。

続いて、議案第１６号周防大島町放課児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正についてであります。

このたびの改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する国の基準の一部が改正さ

れたことに伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。また、このたびの改正に係る国の

基準は、児童福祉法の規定に基づいた、従うべき基準でありまして、国の基準をそのまま町の基

準として改正を行うものでございます。

それでは、条例の改正案の概要につきまして、順を追って御説明いたします。

まず、第１０条第３項第４号の改正は、教諭となる資格を有する者の規定の明確化でございま

す。

放課後児童健全育成事業者は、事業所ごとに一定数配置することとされております放課後児童

支援員の資格要件の一つとして、これまで学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校または中等教育学校の教諭となる資格を有する者と規定されておりました。

この規定は、教員免許状を取得した後、免許状の更新を受けていない場合であっても、資格要

件を満たすことについてわかりにくい規定となっていたことから、これを明らかにするため、教

育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者と改めるものであります。

次に、第１０条第３項第５号の改正は、学校教育法の一部を改正する法律により、新たな高等

教育機関として専門職大学が設けられたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件に、この専門

職大学の前期課程の修了者を追加したものでございます。

次に、第１０条第３項第１０号の改正は、平成２９年の地方からの提案等に関する対応方針に

基づき、放課後児童支援員を補助する者として、５年以上、放課後児童健全育成事業に従事した

者であって、町長が適当と認めた者は、放課後児童支援員の資格要件を有することを新設したも

のでございます。

なお附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしております。

続いて、議案第１７号周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大島町水道事業給水条例の一
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部改正についてであります。

本案は、水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の施行により、給水装置工

事事業者の指定に有効期限が設定されることから、周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大

島町水道事業給水条例の一部を改正し、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に基づき、本議

会の議決を求めるものでございます。

平成８年の水道法の一部改正で導入された指定給水装置工事事業者制度により、事業者は、町

内で指定給水装置工事を行う場合、申請を行い、指定を受けなければなりませんが、現行制度に

は指定の有効期間がなく、その廃止・休止等の状況の把握が困難であるため、実態との乖離が生

じていました。

今回の法改正により、有効期間が従来の無期限から５年間に変更されるとともに、指定更新が

なされない場合は失効することとなりました。このため、県内水道事業体間の調整を経て、指定

更新申請について、新たに１件につき１万円の手数料を設定するものでございます。

続いて、議案第１８号周防大島町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正についてで

あります。

今回の改正は、平成３１年４月１日に山口県内の全農業協同組合が合併し、山口県農業協同組

合となったことに伴う組織名の変更と、常任委員会名の変更漏れにより改正するものであります。

なお、附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしております。

続いて、議案第１９号周防大島町農業近代化資金助成条例の一部改正についてであります。

今回の改正は、平成３１年４月１日に山口県内の全農業協同組合が合併し、山口県農業協同組

合となったことに伴う融資機関名の変更と、平成１２年４月より、４７都道府県の共済農業協同

組合連合会が全国共済農業協同組合連合会に一斉統合されたことに伴う融資機関名の変更漏れに

よる改正するものであります。

なお、附則につきましては、本条例の施行日を公布の日からとしております。

最後に、議案第２０号周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改

正についてであります。

今回の改正は、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないように、平成２８年５月

に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）に基づく措置

として、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律（令和元年法律第３７号）が６月１４日に公布され、同法において、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）の一部が改正されましたので、本条例において、成年被後見人または被

保佐人であることが消防団員となることができない理由とならないように、条例の一部を改正し

ようとするものでございます。
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それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。

７０ページをお願いいたします。

第４条第１号は、消防団員となることができない者から削除するものでございます。また、第

１号を削除することにより、他号をそれぞれ繰り上げ変更いたします。

次に、同条第２号及び第３号の条項中の字句や表記を上位法である消防法及び地方公務員法の

表記と同一にするものでございます。

施行日につきましては、地方公務員法の一部改正の施行日にあわせて、令和元年１２月１４日

からの施行といたしております。

何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（荒川 政義君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は議案ごとに行います。

議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１５号周防大島町固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について、質疑はござ

いませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 課税免除する事業者については、何か規定がありますか。

例えば法人であるとか、個人の事業主であるとか関係なく対象になるのか、あるいは法人がど

の程度の法人であるか。そういう法人の資本金の額とか、法人の規模とかについての対象の規定

があるのかどうか。その辺をお伺いします。

○議長（荒川 政義君） 藤本税務課長。

○税務課長（藤本 倫夫君） ただいまの砂田議員さんの御質問にお答えします。

事業者といたしましては、青色申告をされている個人と法人ですね。それから、取得価格につ

いて、資本金によりまして、一番低いところから５００万円以上が対象になるんですけど、所得

価格の。資本金が多い事業者によりましては、ちょっと５００万円以上の投資をしていただかな

いと、事業の対象にならないという規定がございます。

以上です。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１６号周防大島町放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について、質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 新旧対照表の（４）の現行と改正後、御説明によると、要するに
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免許の更新を受けていなくても対象になっていたものを、今度は更新を受けていなきゃだめだと

いうふうに、学校教育法の規定を学校教員免許法の規定に改めたという意味は、そういう意味と

受けとめていいのかどうか伺います。

それから、学校教育法の規定による大学が、これまでは教育課程を修めた者と、修めて卒業し

た者だったのが、前期の過程を終了したものを含むということになると、別に卒業していなくて

も、そこに入って前期の課程を受ければ、修めれば、もう対象になってしまうと。しまうという

か、対象にしてもいいよということになるのかどうか。

それから、（１０）のところです。５年以上の放課後児童云々というのがありますが、これは

今までの従事していた人の中には、こういう者もいらっしゃるかもわからないのですが。

つまり、この（１０）の規定は、放課後児童学級の、要するに学童保育の指導員の資格が、

（４）あるいは（５）じゃなくても、５年以上経験があればいいよということの意味なのかどう

か。その辺を伺います。

○議長（荒川 政義君） 近藤健康福祉部長。

○健康福祉部長（近藤 晃君） 砂田議員さんの御質問にお答えをしたいと思います。

一番最初につきましては、ちょっと砂田議員さんのおっしゃったことと反対で、免許があれば

いいということです。更新を受けていなくても免許があればいいという意味でございます。

それから、専門職大学については、前期課程の修了者を追加をすると。これは、国の規定でご

ざいますので、新たに学校教育法の中で、専門職大学という位置付けができたよと。ですから、

そこについて、このたび児童クラブの支援員の資格要件に入れますということでございます。

それから、５年以上ということでございますが、これは基本的には補助員という方の位置付け

のものでございますけれども、本町で申しますと、７つほど児童クラブがございます。

そのうち支援員、実際に支援する支援員のほうは２５名いらっしゃいます。全て有資格者でご

ざいます。補助員１２名、これもうち６人が支援員の研修を受講中という形になっておるという

ことで、計３７名、児童クラブに従事をしていただいておりますけれども、ほぼ全て有資格者で

あるということで御理解をいただきたいというふうに思っております。

以上です。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１７号周防大島町簡易水道事業給水条例及び周防大島町水道事業給水条例の一部改正に

ついて、質疑はございませんか。田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） １点だけ。この１万円の根拠について教えてください。
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○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 田中議員さんからの御質問で、更新手数料１万円の算定根拠に

ついてでございますが、現行の新規の申請についても、指定手数料を１万円としております。

今回の水道法の一部改正で導入される制度におきましても、同様の事務量が発生するというこ

とを踏まえて、県内の各市町で、新規指定と同額の１万円で設定するということで、調整申し合

わせをいたしましたので、この金額で今回条例改正をしようとしております。よろしくお願いし

ます。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） いや、そういうことじゃなくて、この１万円というのが、新規と

申し合わせで決まったというのは、そうなんでしょうけど、じゃあ、新規の１万円ていうのは、

どういった積算根拠で決まっているのかということをお聞きしたんですけど。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） １万円の根拠という、特に明文化したものはないかと思います。

参考までにというか、県内で手数料を設定しておる各水道事業、給水条例等を見ましても、新規

の指定手数料については１万円ということで、ほかの市町さんと同額設定ということで御理解い

ただきたいと思います。

○議長（荒川 政義君） 田中議員。

○議員（５番 田中 豊文君） いや、だから、その１万円、まあ、そうなんでしょうけど、やっ

ぱりこれからは、その１万円が何でどうやって１万円になったか。じゃあ、２万円でもいいんか。

確かに全国を見ても１万円が多いですよ。でも５,０００円のところもあるんです。

だから、そういうのをやっぱり、ほかの市町と申し合わせで決まったとか、新規に合わせてと

かいう、そういうレベルの話じゃなくて、ちゃんと１万円にするんなら、どういう理由でこれだ

けの事務量なら事務量に対して、そういう人件費が幾らでというのを持っとかないけんのんじゃ

ないですかということを申し上げたんですけど。そういうのはないということで、よろしいんで

すかね。もう一回。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 明確な根拠はございません。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） これはつまり、今までは水道事業者がずっと営業をしておければ、

ずっとやっていけたけど、これからは５年に１回、ずっと水道事業をやっていても、この更新手

数料が発生するというふうに理解してよろしいんですか。

例えば年金の現況届みたいに生きちょるよっていうような届出を出せば、もうそれでいいよと
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いうようなもんじゃなくて、５年に１回必ずその更新料が発生すると。営業しているのが確認で

きても、それが要るのかどうか、そこを。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） 砂田議員さんの御質問でございますが、５年に一度の更新手続

きというのは必要で、それに伴って手数料も納めていただくようになります。

○議長（荒川 政義君） 砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） それはわかりますが、今までは５年に１回の手数料というものは

発生していなかった。だけど、この条例で、これからは５年に１回の手数料が発生するというこ

となのかということをお伺いしています。

○議長（荒川 政義君） 豊永環境生活部長。

○環境生活部長（豊永 充君） ５年に１回、更新手数料のお支払いが発生いたします。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１８号周防大島町農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正について、質疑はご

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第１９号周防大島町農業近代化資金助成条例の一部改正について、質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

議案第２０号周防大島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正につい

て、質疑はございませんか。砂田議員。

○議員（４番 砂田 雅一君） 消防団の分ですよね。成年後見人は、民法上おそらく事理の弁識

を著しく欠く状態にある者、常の状態にある者というふうに規定付けられていたように思います。

つまり、今までそういうふうに成年後見人が対象になっていなかったというのは、そういう差

別という意味じゃなくて、いわゆる障害的な、知的な障害という点から、消防団のように危険な

活動をするということについての一定の配慮というところからされていたのではないかという気

もするんです。

今度はそれを、一律にほかの消防団員と一緒に活動するということであれば、そういった配慮

としたものが考えられているのかどうか。その辺はいかがですか。

○議長（荒川 政義君） 中村総務部長。
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○総務部長（中村 満男君） もちろん消防団で活動するにあたって、それなりの配慮はやはり要

るんじゃないか。その配慮ができる仕事といいますか、業務といいますか、というのがあるだろ

うとは思います。

ですから、今回の法律等の改正については、ただそれを、ただ単に成年被後見人であるから採

用しないとか、そういうところの分をのけますよというものであって、それは当然、活動にあた

っては、それなりの配慮というのはできるようになるんじゃないかと思っています。

○議長（荒川 政義君） ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（荒川 政義君） ないようでありますので、質疑を終結します。

以上で、議案第１４号周防大島町税条例等の一部改正についてから、議案第２０号周防大島町

消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてまでの質疑を終了いたし

ます。討論、採決は、会期中の最終日の本会議といたします。

────────────・────・────────────

○議長（荒川 政義君） 以上で、本日の日程は全部議了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

次の会議は、９月２４日火曜日、午前９時３０分から開きます。

○事務局長（舛本 公治君） 御起立願います。一同、礼。

午後４時46分散会

──────────────────────────────


